
プラン
番号

1 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

60

72

令和５年度

16

15

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

行政手続のデジタル化の推進

担当課等名 行政経営課 関連課等 全課等

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

8-1-7 個別計画の有無 -

プランの目的

　市への申請・届出等についてデジタル化を進め、オンラインにより利用可能な申請・
手続きを拡大し、市民の利便性向上とともに、行政の事務処理の効率化を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

　来庁せずに手続き可能な申請・届出等が拡大することによる利用者の利便性の向
上。
　申請の電子化による受付事務処理の効率化。

現状の分析・課題

マイナンバーカードの認証機能を利用した手続のほか、イベント等の参加受付をオンラインにて受付してお
り、図書館貸出予約や入札参加資格審査等でもオンライン申請を導入している。

ただし、住民票や税証明など定型的な行政手続でのオンライン利用実績は少なく、更なる申請・受付業務
のデジタル化推進に取り組む必要がある。
　また、オンライン化とあわせ、デジタルデバイド※の解消に努める必要がある。
　※デジタルデバイド・・・インターネット等の情報機器を利用できる人と利用できない人の間に生じる格差

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・オンラインを利用した申請・手続きの拡充
庁内調査・研修等によりデジタル化可能手続きを抽出し、県内自治体と共同導入している電子申請システ

ムを活用しながら、利用手続きの拡大を図りつつ、デジタルデバイドの解消に取り組む。
・デジタルデバイドの解消

誰もがデジタル化のメリットを享受できるよう、デジタル機器の利用が不慣れな市民が、使い方や利便性に
触れることができる機会を提供し、デジタル格差の解消に取り組む。
・市税の電子申告の推進

電子申告の周知を行うとともに、税務署と連携・協力し、電子申告に必要なＩＤ等の発行会を行うことで、利
用者の増加を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

オンラインによる手続・
申請の拡大

・個人認証を要する行政手続のオンライ
ン化について、子育て、介護等26手続に
加え、罹災証明のオンライン申請を開
始。
・国がオンライン化を推進する手続に加
え、講座・イベント等の個人認証を要しな
い申込手続きについて電子申請を随時
導入。

デジタルデバイドの解
消

・市内公共施設にて高齢者スマホ講習
会を開催。
・公民館定期講座事業にて高齢者スマ
ホ講座を開催。
・高齢者居場所作り事業にてボランティ
ア支援員向け相談会を実施。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 39 45

実績値 39 47

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 13.6 16

実績値 13.6 16

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

オンライン申請可能
手続数（件）

※常時受付手続

オンライン申請数の総申請
に占める割合の平均値（％）

※常時受付手続分

手続きのオンライン化を随時実施

講習会等の

開催
告知

企画立案・

調達

令和6年度
－

3,774
－

3,774
－

7,549
4,196

11,745

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

デジタル基盤改革支援補助金 1,473 －
デジタル田園都市国家構想交付金 － －
情報通信技術講習事業費補助金 － 428

計 1,473 428
自治体オンライン手続推進事業 2,946 －

窓口DX推進事業 － -
デジタルデバイド対策支援業務委託 722 1,577

計 3,668 1,577

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

マイナンバーの個人認証機能を活用した行政手続きのオンライン化について国のシステムである
「ぴったりサービス」が本格的に稼働し、オンラインで常時申請可能な行政手続きが70件を超え
た。今後も市民の需要を満たすような手続きのオンライン化を進めていくと同時に、オンライン申
請にアクセスしやすいような手段を構築する。
令和6年度は「窓口DX推進事業」として、庁舎間をオンラインで繋ぐ「庁舎間オンライン相談窓口
システム」、ライフイベント時に必要な手続きと持ち物をウェブ上で案内し、来庁不要な手続きは
オンライン申請へと誘導する「オンライン手続きガイド」、来庁時の待ち時間短縮等に繋がる「オン
ライン窓口予約サービス」を導入し、デジタル化によって地域の課題解消・市民の利便性向上を
図る。
また、前年度よりも回数・内容・参加枠を拡充してスマホ講習会を実施したところ、多数の申込をう
け、また、参加者から次回開催を強く要望されたことから、次年度も事業拡大し、デジタル活用の
機会をさらに創出していく。加えて、オンライン化した行政手続き及び窓口DX推進事業で導入す
るオンラインツールの利用にも繋がるようなカリキュラムを設け、デジタル化の効果を最大限生か
せるようデジタルデバイド対策に取り組んでいく。

歳入

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・国のオンライン申請システム（ぴったりサービス）を導入し、マイナンバーカードの個人認証機能
を利用した子育て、介護等26手続の移行及びオンライン化を開始。さらに、罹災証明書交付申
請のオンライン化、不在者投票等の投票用紙等の請求の移行を実施。
・常時受付手続き：市長及び教育委員会後援等名義使用申請、デマンドタクシー利用者登録、
出生連絡票、はたちのつどい市外在住者申込等を新たにオンライン化。
・実施時に受付する手続き：貨物運送事業者支援金、消費生活展出展希望団体申込、講座・イ
ベント等の申込手続きを電子申請で対応。
・デジタルデバイド対策として、高齢者スマホ講習会を実施。市内公共施設8会場で年17回34時
間分開催し、延べ154名が参加。公共施設スマホ講習会と公民館講座の募集枠140名分に対し、
延べ259名の申し込みがあり、倍率は1.85倍となった。
・スマホ講習会のカリキュラムについて、初心者編、基礎編、活用編、応用編を設定。初心者編で
はスマホを無料で貸与し、電源の入れ方から画面操作、文字入力を体験。基礎編ではカメラや
QRコードの操作方法、活用編では地図やLINE、動画及びオンライン行政手続き体験、応用編で
はLINEとキャッシュレス決済アプリの活用方法と、前年度より内容を充実させ、高齢者のデジタル
機器への不安解消とデジタル活用への興味喚起を図った。
・参加者アンケートでは次年度の参加希望が100％、複数回受講希望が70%と、次年度開催への
強い要望を受けた。

【できなかったこと（課題）】
オンライン申請数の総申請に占める割合の平均値（常時受付手続分）について、マイナンバー
カードの個人認証機能を利用した手続きを多くオンライン化したため、ぴったりサービスの利用方
法が市民に浸透しておらず、平均値が目標値にわずかに達成しなかった。ぴったりサービスを含
むオンライン申請の利便性について、市民に継続的に周知し、利用に繋げていくことが今後の課
題となった。

【その他(変更点）】
・特になし



プラン
番号

2 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

－

システム運用

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

市民ニーズの把握の向上

担当課等名 秘書課 関連課等 全課等

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

－ 個別計画の有無 －

プランの目的

市民ニーズを的確に把握し、より効果的に対応できるよう、市民からの意見や
要望を一元管理し、庁内で共有する。

取り組みにより
見込まれる効果

市民ニーズのより的確な把握と、意見・要望等に対する対応の向上

現状の分析・課題

・市民からの意見や要望については、広聴担当である秘書課又は各業務ごとの担当課において受
け、地区（行政区）からの要望については市民協働課でまとめているが、要望等が部署間で重複す
る場合がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・意見や要望の一元管理システムの導入
各部署に寄せられる意見や要望の情報を一元化して各部署から入力・参照できるシステムを整備

し、要望等へのより速やかかつ効果的な対応を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

一元管理システムの
導入

令和５年４月から、システム稼働を、
秘書課と市民協働課にて、開始し
た。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － システム稼働

実績値 － システム稼働

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

一元管理システムの
導入

－

導入・運用開始

令和6年度

0

330

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 440 330

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

計画通り令和５年４月からシステム導入を開始し、約１年が経過したが、市長へのたより事業につ
いては、市民からいただいた意見等の内容や回答期限が画面に見やすく表示され、庁内で情報
共有していることから、業務効率の向上に繫がっている。
今後も、システムを通じ、広く市民からの要望や意見を取り入れ、市政に反映していきたい。

歳入
- 0 0 0

歳出

システム導入依託料
システム使用料

440 330 330

当初計画からの
変更点

【できたこと】
・システム導入当初は、職員のシステム認知度が低かったことから、秘書課から電話連絡しない
と、市長へのたより等の依頼に気づかない課も多々あったが、導入から１年が経過し、日常的に
確認している職員も増え、処理が迅速化している。
・市民協働課の調書印刷機能については、求めていた機能が、昨年５月に実装され、職員の業
務負担の軽減化に繫がっている。

【できなかったこと（課題）】
・導入したシステムは、市民協働課や秘書課以外の課においても、苦情処理システムとしての運
用が可能となっており、操作説明会やインフォメーションで活用方法を周知しているものの、新た
に利用したい課がない状況となっている。

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

3 プラ ン 名

１０月～３月

令和５年度

0

0

令和５年度

-

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

児童発達支援事業の推進

担当課等名 障がい福祉課 関連課等 -

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

4-3-4 個別計画の有無 神栖市障害者プラン

プランの目的

国の障害者福祉計画策定に係る基本指針に基づき、児童発達支援センターの設置
を進め、障害児支援の提供体制の推進を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

児童発達支援センターの設置により、通所利用の障害児やその家族に対する支援
だけでなく、施設が有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相
談、障害児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、地域の障害児支援
の充実を図ることができる。
民間事業所を活用して児童発達支援センターを設置することにより、運営費等の
削減が見込まれる。

現状の分析・課題

・児童発達支援センターの設置については、これまで既存の市営児童発達支援事業所をセンター化
することを検討してきたが、設置基準等により難しい状況にあることから、今後は民間事業所を活
用しての設置も含めて検討をしていく。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・民間活用による児童発達支援センターの設置
市営の児童発達支援事業所のセンター化を検討しながら、児童発達支援事業等を行っている民間

事業所に対し、児童発達支援センターの設置についての意向調査や公募を行う。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

県内の設置・検討状
況、事業所の意向調

査

・県内の設置・検討状況について確
認。　

・市内事業所の意向確認や情報提
供。

公募
・先行設置団体の状況について確認
し、当市における最適な、民間事業
所の選定方法について検討する。

事業開始
・先行設置団体の状況について確認
し、当市における最適な事業開始方
法について検討。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0 0

実績値 - 0

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 - -

実績値 - -

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

1(事業所)

－

現況調査・事業開
始方法の検討

現況調査・意向確認・情報提供

民間事業者の選
定方法検討

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

　市内事業所の意向調査を行った中で、専門職の確保や設備基準に適した物件の確保等多く
の課題があり、民間で開設するには運営費補助や人員確保のための支援および土地と建物の
提供等多くの支援が必要であることが明らかになった。　

歳入
－ 0 0 0

歳出
－ 0 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・茨城県及び児童発達支援センター設置市町村への確認。
・令和５年度より児童発達支援センター設置に関する補助金が次世代育成支援対策整備交付金
に移行したため交付金についての確認。
・市内５事業所への児童発達支援センター設置に関する情報提供および意向調査。

【できなかったこと（課題）】
・意向調査後、児童発達支援センターに興味のある事業所への開設に向けての具体的な働きか
け。

【その他（変更点）】
・特になし。



プラン
番号

4 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

2回（全学年対象）

2回(3～6年生対象)※

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

放課後児童健全育成の充実

担当課等名 こども家庭課 関連課等 教育指導課

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

4-2-2 個別計画の有無
　新・放課後子ども総合プラン

　第２期子ども・子育て支援事業計画

プランの目的

児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、放課後児童クラブと放課後子供教
室（教育委員会で実施）を一体型で運営することにより、放課後等に児童が安
心して生活できる居場所の確保、児童の学力向上、健全育成支援を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

小学校敷地内で一体型活動をすることによる児童の安全の確保。児童クラブと
子供教室の両活動への参加による児童の学力向上、健全育成が見込まれる。
一体型運営による市民の利用料負担の軽減や、児童クラブ数減少等による運営
業務委託料の軽減。

現状の分析・課題

・共働き世帯が増加する中、放課後児童クラブの利用者は今後も増加が見込まれ、市の調査におい
ても、子育て支援策として期待する事項で「放課後児童クラブなど放課後対策の充実」は３０.９％
と多く、充実、強化が求められている。現在、一部の放課後児童クラブは、児童館等で活動してお
り、学校から児童館までの移動に安全配慮が必要である。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型運営を構築
保護者の就労形態の多様化等に対処するため、新たなクラスの増設や、福祉部局と教育部局が連

携し、放課後児童クラブと放課後子供教室との一体型運営を構築する。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

放課後児童クラブ・子
供教室の一体型運営
に向けての調整・実施

教育指導課で放課後子供教室の運
営について各学校と調整（4～5月）

放課後子供教室の運
営

教育指導課で放課後子供教室を６
月から実施

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0 2回(高学年対象)

実績値 0 2回(3～6年生対象)

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

全小学校の週におけ
る一体型運営目標数

(回)

－

放課後子供教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3～6年生を対象に週2回実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※2校のみモデル校として全学年で実

令和6年度

143,176

290,447

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 142,315 141,806

計 273,477 280,539

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

　放課後子供教室については、令和４年度より対象者を3年生まで広げたが、令和５年度末まで
にすべての小学校区で全学年を対象とした一体型運営を実施することは、場所や時間の確保な
ど解決することが難しい課題があるため、令和5年度はモデル校として、大野原西小学校及び太
田小学校の2校を選定し、年間を通じた課題の実証事業を行った。その結果、令和6年度より、す
べての学校において、全学年で放課後子供教室を実施することとなった。令和6年度以降も一体
型運営に向けた課題解決のため、関連部署及び学校と協議を重ね、子どもたちの適切な支援に
繋げられる運営を目指し、取組を進めていきたい。

歳入

補助金
使用料

90,148
52,167

89,494
52,312

89,476
53,700

歳出

放課後児童クラブ委託料
放課後こども教室委託料

254,172
19,305

260,758
19,781

268,850
21,597

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・放課後子供教室を、3年生～6年生を対象に6月～3月まで週2回開催、そのうち大野原西小学
校と太田小学校については、モデル校として、1年生～6年生まで在学する全児童を対象とした。
（募集人数475人、最多参加人数378人）
・放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業連携による一体型運営の構築については、連携
型も含め実施した。（一体型は14校中11校で実施、3校は連携型として実施）
※一体型とは、放課後児童クラブと放課後子供教室の児童が同一の小学校等の活動場所にお
いて、放課後子供教室開催時に共通プログラムに放課後児童クラブの児童が参加できるものを
いう。
※連携型とは、放課後児童クラブと放課後子供教室の活動場所の一方が小学校内等以外の場
所にあって、放課後子供教室が実施する共通プログラムに放課後児童クラブの児童が参加でき
るものをいう。

【できなかったこと（課題）】
教育指導課において、空き教室の状況や受け入れ人数等の調整を行った結果、以下の課題が
あげられた。
・全学年での開催となると、学年によって下校時間が異なるため、部屋の確保が難しい。
・35人学級の整備に向けた空き教室の調整等で、今後更に教室が足りなくなっていく見込み。

【その他（変更点）】
空き教室の状況などを調整したうえで、令和6年度よりすべての学校において全学年で週2回、
放課後子供教室を実施する予定。



プラン
番号

5 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

645
（130）

521
（125）

令和５年度

40（神38.1、波42.4）

34.6（神34.6、波34.6）

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

保健福祉機能の充実

担当課等名
はさき保健・交流センター、健康増進課、

こども家庭課 関連課等 国保年金課

取り組みの柱 1 市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

4-6-4　4-2-3 個別計画の有無
健康かみす２１プラン

子ども・子育て支援事業計画

プランの目的

新たな保健福祉機能拠点施設において、健康増進活動や予防活動への支援、出
産・子育て支援等の福祉相談体制を強化し、市民の健康意識の向上を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

市民の健康や福祉の向上による市民サービスの充実
健診率向上により、疾病の重症化を抑制し、医療費の削減が見込まれる。

現状の分析・課題

・平成30年度の国民健康保険加入者の特定健診受診率は３６.５%と、国(３７.９%)や県(３８.０%)
よりも低くなっており、健診の定期受診による病気の早期発見や重症化予防が課題である。
乳幼児の健診は、保健・福祉会館のみで行っており、また、子育て世代包括支援センターも保健・
福祉会館のみに設置している。特に波崎東部地区からの受診や相談に時間がかかる。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・保健福祉機能拠点の整備
　土合地区に保健福祉機能拠点を整備することで、住民の利便性と、健診率等の向上を図る。
・病気の早期発見・重症化予防の取り組み強化

地域に密着した訪問活動が行えるよう、保健師等を保健福祉機能拠点に配置し、病気の早期発見
や重症化予防の取り組みを強化する。
・子育て世代地域包括支援センターの設置

市内2カ所目の子育て世代地域包括支援センターを、保健福祉機能拠点内に設置し、特に波崎地区
の子育て支援施策の充実を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

保健福祉機能拠点・子
育て世代包括支援セ

ンター設置

・保健師や管理栄養士を配置し、病気の
早期発見や重症化予防の取組として、
訪問活動を実施
・妊娠届出の受理、母子健康手帳交付、
子育てコンシェルジュによる相談・支援

拠点における健診の
実施

・住民健診、各種がん検診、乳幼児健康
診査（４か月児、１歳６か月児、３歳児）、
等

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値
638
(120)

645
（130）

実績値
638
(120)

386
（73）

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 35(神34.2、波35.9) 37(神36.6、波37.5)

実績値 35(神34.2、波35.9) 34.5（神35.2、波33.8）

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

子育て世代包括支援
センター相談人数

(人)
(内波崎地区相談件

数)

特定健診受診率(％)

開設、事業開始　　　　　実施　　　　　　　　評価　　

　開設、事業開始　　　　　実施　　　　　　　評価

令和6年度

514

0
65,376

65,376

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

260,318
681,500

計 941,818 198

0
60,090

計 0 60,090

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

  令和５年４月から施設が開所されたことにより、波崎地区の方の利便性が図られ、相談場所が
身近になることで育児不安等の軽減が図られた。特定健診については、計画値には達していな
いが、神栖市全体、また波崎地区の方の受診率は微増傾向にあり、関係部署と連携しながら各
種健診を実施し、異常の早期発見に努めていく。これらの理由により、評価を計画どおりとする。

歳入

都市構造再建集中支援事業補助金

起債（※参考）
198
0

514
0

歳出

建設費（※参考）
運営費

1,155,395
0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・施設の整備及び必要物品を確保し、事業を計画どおりに実施した。
・住民健診や各種がん検診、乳幼児健診等は、スタッフの調整や事業実施に向けた準備をおこ
ない、多職種と協働し、安全に実施した。
・市民の方から「近くで受診できてよかった」との声を多数いただき、利便性の向上につながっ
た。
・子育てコンシェルジュや保健師が、妊娠期から子育て期において専門的な助言をおこない、子
育て支援事業を実施した。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】
・はさき保健・交流センターの開所にともない、当該プランの担当課を社会福祉課から、はさき・保
健交流センターに変更した。
・はさき保健・交流センターは、「はさき保健福祉センター」と「はさき地域交流センター」の2つの
施設機能があり、隣接する「はさき福祉センター」と名称が似通っていることから混同されることが
多く、「はさき保健・交流センター」と名称表記を統一した。
・市民の方から場所がわかりにくいとのとの声をいただき、建物の外周に看板を設置した。



プラン
番号

6 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

4

4

令和５年度

100

73

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

公立幼稚園の魅力向上

担当課等名 学務課 関連課等
教育総務課、

学校給食共同調理場

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

3-1-2 個別計画の有無 -

プランの目的

公立幼稚園において、保育の必要性がある児童も入園しやすい体制の整備を図
り、魅力を高め、新規入園者を確保していく。

取り組みにより見込
まれる効果

保育の必要性がある児童の保護者が保育施設を選択する上で選択肢が増え、公
立幼稚園の入園者数の増加が見込まれる。

現状の分析・課題

・公立幼稚園の入園状況は減少しており、令和２年度の入園率は、（幼稚園全体の定員に対して）
48.14％となっている。

教育時間が短いことや夏季・冬季休業日等長期休業日があることから、保育の必要性がある児童
の入園を見込むことが難しい。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・夏季・冬季休業日等長期休業日の預かり保育の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・給食の提供について検討

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

夏季・冬季休業日等長
期休業日の預かり保育
実施

就労する保護者の保育ニーズに対
応するため、令和4年度から預かり
保育の実施時間（早朝保育8時から
8時45分・夕方保育17時から18時の
追加）及び定員の拡大（各園２０→３
０名）の制度化及び周知。

給食の提供の検討
令和4年度から神栖市立幼稚園給
食の提供開始。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0 4

実績値 0 4

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 94 110

実績値 94 77

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

給食実施(園)

新規入園者数

実施及び周知

実施及び周知

令和6年度
325

12,671

12,996

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

200 252
10,868 9,655

計 11,068 9,907

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

預かり保育事業において令和5年度は、利用者数に若干人数の減少がみられるが認定者数は
増加していることから保育ニーズに対応し、今後も保育所の受け皿となることが考えられる。
給食の開始により各幼稚園からは、バランスの良い食事の提供で食育に繋がり、さらに学校給食
と同じメニューであることから、就学してからも食べ慣れた給食で抵抗がなく、スムーズに学校給
食へ移行できると保護者から好評との報告がある。これらの事由により、評価を計画どおりとす
る。
今後も一斉募集時に預かり保育と幼稚園給食の書類配布を積極的に行い、周知を継続して行
いたい。

新入園児人数（基準日5/1　学校基本調査より）
令和4年度：119人（23.3％）　令和5年度：88人（18.6％）　令和6年度：102人（18.9％）
※カッコ内は新年度の募集人数に対する新入園児の割合
※5/1時点の人数のため、成果指標の実績値はそこからさらに減少している。

年齢別人口人数（基準日4月末）
令和4年度：3歳･･･733人　4歳･･･774人　5歳･･･764人　計2,271人
令和5年度：3歳･･･734人　4歳･･･705人　5歳･･･767人　計2,206人
令和6年度：3歳･･･681人　4歳･･･725人　5歳･･･695人　計2,101人

歳入

預かり保育料
幼稚園給食費保護者

歳出
- 0 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・預かり保育事業
　預かり保育時間と定員数の拡大により、保育所入所が適わなかった方に対し受け皿となり、就
労する保護者の保育ニーズに対応することができた。これに伴い、預かり保育無償化制度（施設
等利用給付認定）の申込数の増加も見られた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和4年度　　　　令和5年度
施設等利用給付認定者数（延べ）　　　　135人　　　　　　　150人
預かり保育利用者数（延べ）　　　　　　　 8,113人　　　　　　7,635人
※利用者数には有料利用も含む

神栖市ホームページに預かり保育事業について新規ページを作成し、様式等の掲載により預か
り保育の申し込みをしやすい体制を整え、在園児に限らず新入園児等を対象に周知徹底を図っ
た。
保育所の一斉募集時に、幼稚園入園申請書一式の配布と預かり保育についての案内掲示を
行った。

・幼稚園給食
　令和4年度から給食の提供の開始により、保育所に近いサービスの提供が可能となり、毎日の
弁当作りの負担が軽減され、従来よりも入園しやすい環境となった。

【できなかったこと（課題）】
・全体的な園児数の減少に伴い、令和4年度から新入園児数は減少傾向にあり、在園児の預かり
保育利用者数（延べ）も令和4年度に増加したが、令和5年度に若干数減少した。

【その他（変更点）】
・新入園児の春休み期間の預かり保育について、令和5年度より就労する保護者の園児を受け
入れ、希望制で幼稚園給食の提供を行った。



プラン
番号

7 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

100%

100%
(要望6件：実績6件)

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

墓地環境の向上

担当課等名 環境課 関連課等 -

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

6-9-1 個別計画の有無 -

プランの目的

合葬墓の整備により継続的かつ安定した供給を目指すとともに、補助制度の拡
充により地区共同墓地の適正管理の体制づくりを促進し、墓地環境を取り巻く
課題に対応しながら市全体の墓地環境の整備を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

合葬墓整備による、墓地需要や承継者問題等の課題の解決。
地区共同墓地の継続的な墓地管理体制の整備による適正管理の向上。

現状の分析・課題

・市の墓地環境は、墓地需要の増加や承継者問題など課題が多岐にわたり、新規区画の拡張整備等
により対策を講じている状況にある。今後は、社会情勢の変化や多様化するニーズを考慮し、柔軟
かつ広範な対応・対策が求められる。また、令和元年度の墓地基本構想策定時における調査では、
各地区墓地において、管理者（区長等）が年度ごとに変更になるケースが多く、管理体制が充分に
整えられていないことや、資金的な問題で適正な管理が行えていないこと等の管理上の課題が判明
した。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・合葬墓の建設
　合葬墓の建設を推進し、将来的な墓地需要の増加や核家族化による承継者問題などの課題解決を図る。
・地区墓地整備事業補助制度の拡充

現在の補助制度は、墓地の整備経費に対する補助であるが、地区墓地の適正な維持管理のため、墓地の維
持管理に要する経費への補助や、新規墓地区画の拡張整備に対する補助率の見直しなど、補助制度の拡充を
検討する。また、地区墓地管理団体の発足といった継続的な管理体制の定着を図るべく、団体を立ち上げ、
墓地に係る管理運営事業計画等を作成した地区に対して支援を検討する。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

合葬墓建設
工事請負契約に向けた設計見直し
等発注事務

補助制度の拡充
・各墓地の基本情報等の収集、整理
のための現地調査

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値
100%

(要望3件：実績3件)
100%

実績値
100%

(要望3件：実績3件)
100%

(要望1件：実績1件)
取り組みによる

成果の指標(単位)
取組前の値

(令和２年度末)
令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

維持管理に対する補
助(地区要望実績に

対する割合)

－

各墓地における情報収集及び整理

令和6年度

0

0
510

510

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

合葬墓建設費等 0 0
神栖市地区墓地整備事業補助 580 500

計 580 500

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

・合葬墓の整備については、令和３年度の実施設計、令和４年度に実施した工事発注などにつ
いては概ね計画通りに進んだが、本契約まで至らなかった。それ以降についても、依然として合
葬墓に関する問合せは多く、今後も高い需要が見込まれることから、早期発注を目指すべきだと
考えるが、昨今の物価高騰などの社会情勢を十分に考慮したうえで、発注時期等については十
分に検討を行う必要がある。

・地区墓地への補助制度については、令和３年度に概算払制度の導入など利便性の向上を
図ったが、もとより各墓地での管理体制に差が大きくあることが現地調査を通して判明した。管理
体制の整備の促進については継続して行いつつ、墓地管理者の責務や補助制度の周知強化を
図り、地区墓地の環境整備をもって、将来的に懸念される墓地需要の対策や生活環境の保持に
寄与されるよう対策を講じる必要があると思われる。

歳入
－ 0 0 0

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・合葬墓整備に向けた設計見直し等業務委託に係る発注事務
・各墓地の基本情報等の収集・整理のための現地確認による調査

【できなかったこと（課題）】
・地区墓地管理団体など継続的な管理体制の定着を目的とした各地区墓地の管理者への意向
調査

【その他（変更点）】
・物価の価格高騰などを十分に考慮し、令和７年度以降の合葬墓建設工事の再発注に向けた設
計単価見直しを令和６年度に行う。
・令和５年度に取り組むことができなかった各墓地管理者への実態及び意向調査を実施し、補助
率の見直しや管理体制定着に向けて取り組む。



プラン
番号

8 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

分別マニュアル作
成、市民への周知

区長説明会：1回　
住民説明会：神栖1回
　　　　　　波崎1回
出前講座　：16回

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

廃棄物収集体制の見直し

担当課等名 廃棄物対策課 関連課等 -

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

6-13-1 個別計画の有無 -

プランの目的

神栖地域と波崎地域で異なる廃棄物収集体制について統一し、ごみの減量・リ
サイクルの推進を図る。

取り組みにより見
込まれる効果

資源物搬出等の利便性向上とともに、ごみの減量・資源化にも繋がる。

現状の分析・課題

・合併以来、神栖地域と波崎地域では廃棄物の分別方法や収集体制が異なっている。
神栖地区は集積所へ資源物を搬出可能だが、波崎地域においては集積所ではなく、各地区で実施

している集団回収を利用するか、リサイクルプラザへ直接搬入又はエコショップの店頭回収を利用
することとなっている。集団回収は各自治会が実施していることが多く、自治会未加入者は利用し
にくい状況があり、結果として資源となり得るものの多くがごみとして排出されてしまう。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・分別方法や収集体制の統一
波崎地域において、神栖地域と同様に集積所に資源を出せる体制を整えることにより、市民がご

みを資源として搬出しやすい体制を整える。また、分別収集を統一することで、公共施設で実施し
ている有害ごみや危険ごみの収集方法も統一することが出来る。なお、波崎地域では回収日が増加
するため、収集委託費用は増加する。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

収集体制の変更に係
る調整

・波崎地域の集積所から資源物を回
収することについて、収集業者と協
議するため、市内部で協議し資料を
作成
・集積所からのごみの収集を委託し
ている神栖市環境事業協同組合と協
議を行った。

市民への周知
(分別ﾏﾆｭｱﾙ、説明

会)

令和5年度に分別マニュアルを作
成し、市民への周知を行う。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 - 収集業者との調整

実績値 - 内部：2回　業者：1回

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

収集体制変更の調整

-

市内部協議

収集業者の調整

マニュアル作成　11月～12月全戸配

　区長・住民説明会

　出前講座等周知活

令和6年度

0

993

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 9,910

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　新分別開始に伴い、ごみ処理施設（リサイクルプラザ・鹿島共同可燃ごみクリーンセ
ンター）や収集業者との状況確認等を随時行なう。
　また、変更された分別内容の周知も引き続き行ない、ごみの減量化（資源化）を進め
ていく。

歳入
- - - -

歳出
分別マニュアル作成 0 9,910 993

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・新たな分別マニュアル（ごみの出し方・分け方ガイドブック）の作成及び配送業者に
よる全戸配布を実施。
・10月に区長説明会や住民説明会、希望のあった団体に対しては随時出前講座を実施
し、3月１日には、広報紙や地区回覧にて分別変更の周知を行った。

【できなかったこと（課題）】
・分別変更についてのホームページでの周知が３月下旬となってしまったため、地区回
覧や広報紙と同時期に公開できるようにするべきであった。

【その他（変更点）】
・様々な周知を行なったが、分別変更の内容がすべての市民へ浸透していないため、引
き続き新分別に係る周知活動として、地区回覧や出前講座等を行なっていく予定であ
る。



プラン
番号

9 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

6件

5件

令和５年度

50%

60%

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

シティプロモーションの推進

担当課等名 広報戦略課 関連課等 観光振興課等

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

7-6-1 個別計画の有無 -

プランの目的

市の取り組みや施策を分かりやすく発信し、市政に対する市民の理解を深め
る。また、市の魅力向上やＰＲを強化し、地域資源を最大限活用して戦略的、
効果的に発信することにより、定住人口及び交流人口の拡大による地域の活性
化を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

子育て支援策や良好な住環境の情報発信による認知度向上から、転入者・定住
者の増を見込み、まちの活性化と税収増に繋がる。

現状の分析・課題

・全国で進展する人口減少社会は当市も例外でなく、まちの活力が減退する懸念がある。
従来の情報発信は、『市内在住者に向けた行政サービス等のご案内』等を主目的に実施している

が、国の総合戦略等に掲げられている『東京一極集中の是正・地方への雇用・人の呼び込み』のた
めに、市外・県外の方に対して、移住・定住及び観光周遊（誘客）につながるよう、当市の魅力発
信を更に進める必要がある。また、市で実施している様々な施策についても、市民へ説明する機会
が限られており、十分には周知されていないといえる。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・戦略的な市の魅力の発信
　魅力ある地域資源の掘り起こし、PRする地域資源の整理
　情報発信の環境整備（ＷＥＢサイト構築等）、ＰＲ動画などのコンテンツ制作
　エフエムかしまを活用した地域情報の発信
・広報事業の現状分析と見直し
　戦略的・効果的な情報発信の推進状況を調査分析し、更なる見直しに繋げる。　
・既存の広報手法や情報発信手法の見直し

市の施策・事業について、効果的な発信のタイミングや手法を検討し、分かりやすく広報紙に掲
載する。また、広報紙から二次元コードを用いてホームページへ案内し、更に動画サイトへのリン
クも活用するなど、発信手段の特性を活かした効果的な情報発信を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

戦略的・効果的な情報
発信と地域資源のＰＲ

・地域資源・特産品PR動画制作
・事業担当課への助言と提案による
情報発信
・SNS、サイトによる情報発信等

広報手法・情報発信手
法の見直し

・移住・子育てポータルサイト「かみ
す移住・子育てさみっと」の開設・運
営

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 4件 5件

実績値 4件 3件

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 50% 50%

実績値 50% 67%

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

戦略的広報として実
施するプレスへの情
報提供の件数(件)

上記の情報提供件数のう
ち、新聞・ＴＶ・雑誌・
ＷＥＢ記事等で取り上げ
られた件数の割合(％)

令和6年度

944

2,354
3,936
8,608

14,898

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 593 1,251

広報戦略等業務委託料 4,904 4,212
放送業務委託料 3,861 3,936

その他 3,808 3,513

計 12,573 11,661

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　全庁的に、外部へ積極的に情報を発信する、ＰＲをする、という意識がまだまだ希薄であるた
め、他の部署と連携して情報発信に取り組んでいく必要がある。

歳入

イメージキャラクターグッズ等販売収入 593 1,251 944

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・テレビ番組等で神栖市が紹介された際は、ホームページ等で情報を発信し、幅広く市をＰＲす
ることができた。
・新型コロナウイルス感染症の影響から中止されていたキャラクター関連のイベントが再開され、
東京など大都市圏でのものにも積極的に参加し、対外的なＰＲを実施した。また、ＳＮＳ等でその
情報を発信し、二次的なＰＲも行った。
・移住・子育てポータルサイト「かみす移住・子育てさみっと」を開設し、移住を考えている子育て
世代をメインターゲットにした施策等の一元的な発信を開始した。
・広報効果測定を実施。その結果を踏まえ、情報発信の手法等について精査を進める。

【できなかったこと（課題）】
・エフエムかしま「かみす放送局」の認知度があまり高くない。市民等が楽しく聴取できるよう、イ
メージキャラクター等を登場させながら、地域情報を発信していく。



プラン
番号

10 プラン名

１０月～３月

令和５年度

40,000人

２４，９３２人
※担当課の自己評価参照

令和５年度

80件

83件

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

医師確保に向けた情報発信

担当課等名 地域医療推進課 関連課等 全課等

取り組みの柱 1　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

2-1-3 個別計画の有無 －

プランの目的

神栖市内の医療機関が、指導医や若手医師にとって魅力的な就業施設であるこ
と、充実した教育・研修環境であることを全国に向けて情報発信する。

取り組みにより見込
まれる効果

当市の医療政策等の情報を多くの方（医師）に知ってもらい、将来の就業先と
して考えてもらえる一助となる。

現状の分析・課題

・市が行っている医療政策や市内の研修医療機関の状況について、全国の医師や医学生に知っても
らうための情報ツールが、市のホームページや広報紙など限定的になっていた。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・令和元年度から開始した「若手医師きらっせプロジェクト」の専用ホームページやメールマガジ
ンを利用した情報発信として、当市が独自で展開している医師向けの支援策や、当市の地域特性を
活かしたプログラムとして、医師会において実施されている産業医学基礎研修会でＰＲなどの情報
発信を積極的に行っていく。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

ホームページでの情
報更新

・市内医療機関で活躍する医師のインタ
ビュー、各種支援制度、市の魅力等の記事掲
載
・産業医研修に係る情報発信、参加者の受付
等の実施
・ホームページの構成等を精査し、より良いも
のに更新

パンフレットの内容の
精査等

・産業医研修に係る情報発信
・きらっせプロジェクトのパンフレットの内容を
精査し、より良いものに更新

合同就職相談会等へ
の出展

・医師の合同就職相談会（レジナビ）への出展
・看護職合同進学・就職相談会の開催

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 8,900人 40,000人

実績値 20,399人 34,072人

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 11件 50件

実績値 11件 71件

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

専用ホームページの
延べ閲覧者数(人/年

度あたり)

若手医師きらっせプロ
ジェクトに対する問い合

わせ件数

各種情報発信，更新

レジナ

ビ出展

看護職

進学・就

パンフレットの内容の精査

看護職

進学・就

令和6年度

0

19,689

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 17,014 19,689

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

※専用ホームページの延べ閲覧者数について、Google社が提供するアクセス解析ツールにより計測してい
たが、令和5年度から仕様が大幅に変更され、変更前後で計測できる数値や、計測方法が大きく変わった。
　これまで使用していたアクセス数の項目も廃止されたため、　令和5年度からは数値目標の指標を総ユー
ザー数（サイトやアプリを操作したユーザーの合計数）に変更することとした。
　そのため、令和4年度以前との比較ができませんが、御了承願います。
　閲覧者数とは別に、何ページ閲覧されたかを示すページビュー数という指標があるが、こちらは仕様の変
更は無し。
　令和2年度～令和5年度のページビュー数は下記のとおり。
　　R2：42,608　　R3：70,675　　R4：67,549　　R5：89,946

　年々ホームページの閲覧者が増えており、認知度が上がっていると思われる。
　特に産業医学基礎研修会については、ホームページに募集案内を掲載するとすぐに定員に達する状況
であり、またこの研修会等がきっかけで令和5年4月に6人、令和6年4月に5人の医師が赴任していることか
ら、医師確保に向けた情報発信の強化に繋がっている。

歳入
－ － － －

歳出

神栖市若手医師きらっせプ
ロジェクト事業業務委託料

17,014 19,689 19,689

当初計画からの変更
点

【できたこと】
（1）産業医学基礎研修会の開催
　令和2年度から茨城県医師会と共同で市内で開催している本研修会については、きらっせプロジェクト
ホームページにより、開催案内や申し込み受付等をサポートしている。研修メニューの１つである実地研修
について、これまでで1番多い市内18企業から協力の申し出をいただいた。受講生からも研修内容につい
て高評価を受けており、当市の医療政策及び市内の医療機関の認知度アップが図られている。この研修会
等をきっかけに、令和6年4月に市内に5人の医師が赴任した。
令和5年度実績　開催日数：18日、延べ受講者数：913人　（令和2年度からの累計で37都道府県から延べ
3,143人が参加）

（2）レジナビへの出展
　6月18日に東京ビックサイトで開催された医師の合同就職相談会に出展（当市からは医師5人、医療機関
事務3人、事務局5人が参加）した。今回の対象は医学生・研修医等であり、当ブースには令和4年度25人を
上回る、41人の来訪があった。レジナビへの出店により、当市内の医療機関の認知度が上昇している。

（3）看護職合同進学・就職相談会の開催
　昨年度の初開催に続き、令和5年度は9月2日、2月12日の2回、かみす防災アリーナにて、市内3つの専門
研修施設と茨城県看護協会・茨城県ナースセンターの協力により進学・就職相談会を開催。対象者は、看
護職の資格を持っているが就労していない方や看護学生、看護学校等への進学希望者等。全国的にも看
護職が不足の状況で、参加施設からは継続的な開催を希望する声がある。令和5年度は新たに、SNSでの
ジオターゲティング広告の配信やオンライン相談会の導入を行った。今後に向けては、より効果的な相談会
になるよう、関係機関と協議・調査を進め開催する方向。
また、両日併せた来場者数は23人であり、そのうち4人が市内医療機関に就労した。

(4)「第5回上手な医療のかかり方アワード」厚生労働省医政局長賞を受賞
　神栖市の取組が、上手な医療のかかり方につながる優れた啓発活動・取組として評価された。受賞に伴い
厚生労働省が当市の取組を全国にＰＲしてくださることにより、神栖市の医療政策の情報発信強化に繋げて
いく。

【できなかったこと（課題）】
　きらっせプロジェクト専用ホームページの改修について、予算的な問題もあり、各医療機関やきらっせプロ
ジェクト事業の動画の掲載など、一部改修できなかったものがあった。令和6年度は、予算の範囲内におい
て、より良いホームページになるよう改修していく。

【その他（変更点）】
　特になし



プラン
番号

11 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

3

3

令和５年度

240

205

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

移住・定住の促進

担当課等名 住宅政策課 関連課等 全課等

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

6-6-7 個別計画の有無 -

プランの目的

移住・定住施策の効果的な推進のため、住宅関連事業を専門に執り行う組織体
制を整備するとともに、若年者・子育て世帯の移住定住支援のため住宅取得費
の一部助成を実施する。

取り組みにより見込
まれる効果

市の活性化と将来人口の維持・増加及び子育て世代の定住促進にも効果が見込
まれる。

現状の分析・課題

・例年、年に２回広報誌に掲載し制度の周知に努めているが、申請者の多くは施工業者からの情報
により制度を認知する傾向にあるため、制度の周知方法等を再度検討する必要がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・住宅施策に係る組織の強化
空き家の利活用や市営住宅の管理など部署ごとに実施している住宅施策を集約した専門組織を整

備し、住宅関連事業の効果的・効率的な推進を図る。
・住宅取得時の助成
　若年世帯の住宅取得に係る補助として｢かみす子育て住まいる給付金｣を創設
（対象要件）申請者が４５歳未満で高校生相当以下１名以上を有すること　２５万円
（加算要件）市街化区域での取得：５万円、居住誘導区域での取得：５万円、
　　　　　　第２子以降の子ども加算：一人につき１０万円、移住加算：３０万円、
　　　　　　市が販売する柳川中央の土地取得：１５万円

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

住宅取得補助制度の
実施

ホームページ及び広報紙での制度
の周知を実施した。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 2 3

実績値 2 3

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 270 280

実績値 180 265

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

補助制度の周知回数

補助金申請数

ホームページ・広報等で周知。チラシの配布。

令和6年度

43,065

95,700

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 25,029 27,450

計 99,700 77,800

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　申請件数が令和3年度は277件、令和４年度は265件と緩やかな減少傾向にあったが、令和5年
度は205件とさらに減少してしまった。今後は新たな周知方法も検討し、移住・定住の促進を目指
す。
　自己評価については、申請期間を住宅の取得から２か年としている事や、少子化と物価高など
の社会情勢を考慮したことから、目標申請件数のみで評価せず、制度の周知方法を拡大したこ
と等々により、市民等へ広く情報発信した事などを勘案し、計画通りとした。

歳入
社会資本整備総合交付金 25,029 27,450 43,065

歳出

かみす子育て住まいる給付金 99,700 77,800 95,700

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・かみす子育て住まいる給付金制度のチラシを作製した。
・ハウスメーカー等の施工業者から制度の認知をされる傾向が強いため、住宅展示場やハウス
メーカー等に制度説明と周知依頼をし、より広い周知を図るよう努めた。
・FMかしまを利用し、ラジオを通して制度の周知を図った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市の公式X(旧:Twitter)アカウントを活用し、SNSを通して制度の周知を図った。
・市の公式YouTubeチャンネルへ制度説明の動画を投稿し、動画配信サイトを通して周知を図っ
た。

【できなかったこと（課題）】
・目標の申請者数に届かなかった。

【その他（変更点）】
・コストについて、令和５年度は実績により歳入が約13,410千円減額、歳出が13,000千円減額と
なった。



プラン
番号

12 プ ラ ン 名

１０月～３月

令和５年度

17件

１１件

令和５年度

17件

１１件

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

空き店舗利用の促進

担当課等名 企業港湾商工課 関連課等 全課等

取り組みの柱 １　市民に必要な行政サービスの提供と魅力向上

総合計画での
位置づけ

7-4-3 個別計画の有無 －

プランの目的

空き店舗の利用促進並びに商店会等の活力及び賑わいを創出し、地域経済の活性
化を促進する。

取り組みにより見込
まれる効果

地元商店の増加により、住みやすい街づくりや空き店舗の解消に繋がる。
商店、店舗等の増加による税収の増加。

現状の分析・課題

・商店会等における空き店舗の増加や、それに伴う地域産業の活力の低下が深刻な問題となってい
る。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・空き店舗活用への補助金交付
使用していない空き店舗を活用し、新規に事業を開始する事業者に対して補助金を交付することに

より、中小事業者の創業支援を図るとともに、住みやすい街づくりを推進する。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

事業の募集・実施
神栖市商工会と連携し、商工団体へ
の周知・募集

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 8件 14件

実績値 6件 １１件

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 8件 14件

実績値 6件 １１件

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

補助件数累計

数値指標と同じ

利用団体の募集

令和6年度

0

500

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 1,658 500

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

神栖市商工会と連携を図りながら、地域中小事業者の意見を取り入れ、今後も市内の事業者への
支援を実施していく。目標値には達成していないが、事業の見直し転換が行えた。

歳入
－ 0 0 0

歳出

商店会等活性化事業補助金
（チャレンジショップ）

1,658 500 500

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・創業事業者の利便性向上等を図るため、空き店舗の利用支援制度から、空き店舗の利用促進
にも繋がる創業者支援へ制度見直しを行い、令和5年度から創業者への融資利子補給制度へと
移行した。空き店舗の利用促進事業としては、商店会等活性化事業補助金の中で、商店会等が
行う空き店舗を活用したイベント等への支援を継続した。

【できなかったこと（課題）】

【その他（変更点）】
空き店舗利用支援制度に替えて令和5年度から開始した創業支援融資利子補給制度では、５事
業者の利用があった。



プラン
番号

13 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

8

6

令和５年度

15

18

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

地域活動支援の充実

担当課等名 市民協働課 関連課等
社会福祉課、長寿介護課、

防災安全課、文化スポーツ課

取り組みの柱 ２　市民参画と協働の推進

総合計画での
位置づけ

1-1-1 個別計画の有無 -

プランの目的

中学校区を基本の単位とする「区長会」を核にして、シニアクラブや子ども会
のほか、民生委員児童委員や消防分団・防災士などが連携・協力して「地域コ
ミュニティ協議会」を市内全域に発足させ、地域の特性を活かしたまちづくり
を進めていく。

取り組みにより見込
まれる効果

複雑・多岐に渡る地域課題を解決するための地区計画策定など、地域の特性を活かした地域運営
が期待される。
地区単位で交付していた補助金等を、中学校区単位での活動に整理することで合理化が図られ
る。

現状の分析・課題

・地域コミュニティ協議会は、市内の８中学校区を基本単位として令和２年度から始動した「区長
会」をベースに組織していく予定だが、地区割と学校区割に差異があるため、十分な説明等による
調整と関係団体の承諾を得るのに時間を要する。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・コミュニティ協議会の発足推進
　区長会の始動（会議開催支援）及び庁内各課との準備・調整(R2年度)

学校区割りと地区割りの調整がついたエリアから、順次コミュニティ協議会の発足を進める。
（R3年度～）　

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

地域コミュニティ協議
会の発足

・軽野区長会、波崎西部区長会に対
し、地域コミュニティ協議会（以下、コ
ミ協）の設立に向けた説明会等を実
施し、既存のコミ協への参加意思を
確認
・令和５年度臨時総会を開催し、うず
も地域コミ協を神栖一中学区まで拡
大、波崎東地域コミ協を波崎一中学
区（西部）まで拡大

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 1 5

実績値 1 6

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0 4

実績値 0 15

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

地域コミュニティ協
議会(団体)

コミ協主催のイベント
(回)

説明会開催、意思確認

臨時総会開催
準備支援

臨時総会
開催支援

令和6年度

0

6,000

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 3,881 4,670

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

地域コミュニティ協議会の活動を周知するとともに、地域の関係団体等と調整を図りながら、協議
会への参加を促していく。また、地域課題のとりまとめや地域の中心となりうる人材の発掘等につ
いて、財政的な支援も含め、引続き地域と協働で進めていく。

歳入
－ － － －

歳出

地域コミュニティ協議会活動費助成金 3,881 4,670 6,000

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・協議会発足に向けて、軽野区長会、波崎西部区長会に対し説明会を開催。併せて、各地区で
地区回覧を実施し、意見を集約した上で方針を決定。軽野区長会（神栖一中学区）は隣接するう
ずも地域コミ協に参加、波崎西部区長会（波崎一中学区）は同じ中学校区である波崎東地域コミ
協に参加する意思を確認した。
・うずも地域コミ協と波崎東地域コミ協の活動地域拡大を議題とする臨時総会について、準備か
ら開催までの支援を実施した。臨時総会において、活動地域拡大が承認されたことから、市内全
中学校区にコミ協が設立された。

【できなかったこと（課題）】
・特になし。

【その他（変更点）】
・取組の数値目標としてコミ協の団体数を掲げており、市内全中学校区と同数である8団体として
いる。その内、2つの中学校区が既存のコミ協への編入となったため、団体数としては6団体であ
るが、市内全中学校区にコミ協が設立されたため、推進結果の自己評価を計画どおりとした。



プラン
番号

14 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

1

0

令和５年度

2,060人

1,621人

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

シニアクラブ会員の加入促進

担当課等名 長寿介護課 関連課等 -

取り組みの柱 ２　市民参画と協働の推進

総合計画での
位置づけ

4-4-3 個別計画の有無 -

プランの目的

高齢者が、元気でいきいきと過ごすことができる居場所の一つであるシニアク
ラブの会員数の増加を図ることにより、活動を活性化させ、高齢者の医療費や
介護保険サービス費の抑制につなげていく。

取り組みにより見込
まれる効果

高齢者のシニアクラブの活動参加により、閉じこもりを予防し、外出の機会を
増やし、生きがいを持った健康な生活を送ることができる。
高齢者福祉サービス等の利用減少に繋がり、将来的な歳出削減に資する。

現状の分析・課題

・高齢者人口の増加とともに、地域を基盤とした、仲間づくり、生きがいづくり、健康づくりを担
うシニアクラブの役割は重要なものであるが、クラブ数、会員数は減少傾向にある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・シニアクラブ以外の高齢者居場所づくりとの連携
シニアクラブ連合会と協力しながら、生きがい講座や、高齢者の居場所づくり（「いこいこかみ

す」、「こいこいはさき」）などで、活動内容を保健・福祉会館内に掲示するとともに、加入案内
を配布するなど相互のPRに取り組む。
・新規ｸﾗﾌﾞの設立支援

本来は地域を基盤とする活動であるが、地域に限定せず、趣味や生きがい活動の場としてのシニ
アクラブ活動を支援するとともに、設立助成金等の周知を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

相互の活動内容の紹
介

各シニアクラブへの活動助成金の交
付、神栖市シニアクラブ連合会主催
の輪投げ大会、グラウンドゴルフ大
会等への生きがい対策事業補助金
の交付、１１月に「かみす健康スポー
ツまつり」の開催。

シニアクラブへの加入
案内

保健・福祉会館の掲示板にシニアク
ラブの活動内容（写真等）を紹介。高
齢者便利帳やホームページにシニ
アクラブの案内を掲載。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 1 1

実績値 1 0

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 2,019人 2,050人

実績値 1,872人 1,726人

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

新設クラブ数(団体)

シニアクラブ会員数(人)

活動内容の掲示、加入案内を掲載

助成金の交付

神栖健康

スポーツまつり

令和6年度

628

13,000

1,718

14,718

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 733 628

シニアクラブ活動助成金　　　　　　　　　　　　 12,229 12,792
高齢者生きがい対策事業費

補助金
310 1,017

計 12,539 13,809

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために活動が抑制されていたが、緩和されるにつれ、活
動が活発になってきている。再開した野外研修を活用する等、高齢者の生きがいづくりや健康づ
くりを担うシニアクラブの一層の活動の活性化に取り組みたい。

歳入
県補助金 733 628 628

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・保健・福祉会館の掲示板において活動内容を紹介した。
・高齢者便利帳へ、シニアクラブの案内を掲載した。
・かみす健康スポーツまつりに37クラブが参加した。
・ホームページにシニアクラブ活動助成金、クラブを新設した場合の設立助成金の案内を掲載し
た。
・野外研修を再開し、21クラブが参加した。

【できなかったこと（課題）】
・会員の高齢化による退会やシニアクラブの活動休止が増えているが、それらを食い止める具体
的な取り組みができなかった。

【その他（変更点）】
・上記『コスト（単位：千円）』表中、令和4年度歳入を733千円（決算額）、令和5年度歳入を628千
円（決算見込額）、令和6年度歳入を628千円（予算額）に、それぞれ修正しました。



プラン
番号

15 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

30団体・200名

11団体・79名

令和５年度

8

6.6

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

自主防犯組織の強化

担当課等名 防災安全課 関連課等 市民協働課

取り組みの柱 ２　市民参画と協働の推進

総合計画での
位置づけ

2-1-1 個別計画の有無 －

プランの目的

自主防犯組織の拡充など、地域が自主的に防犯に取り組む環境を整え、犯罪率
の低下を目指す。

取り組みにより見込
まれる効果

「自分たちのまちは自分たちで守る」という防犯意識のもと、自主防犯組織を
強化することにより、犯罪が発生しづらい「安全・安心のまち」をつくる。

現状の分析・課題

・当市は県内でも犯罪率が高く、自警団や防犯連絡員の自主防犯組織を強化し、地域の自主的な活
動の推進を図る必要がある。現在の自主防犯組織は、防犯協会の支援組織として、自警団16団体/約
1、200名と、4交番単位で90名の防犯連絡員組織がある。自警団については、地区未加入者の増加や
高齢化による人材不足等から地区単独での自警団の運営・存続が厳しい状況にある。
防犯連絡員については、平成31年2月に市防犯連絡員協議会を発足し、90名の防犯連絡員と防犯連絡
所があるが、地区によって防犯連絡員（防犯連絡所）が足りていない。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・自警団・防犯連絡員の人員確保と業務の強化
　自警団と防犯連絡員の新規加入者の募集を支援する。
　他団体との連携や防犯講習会の開催により業務を強化する。
・支援方法と方向性を検討

防犯協会負担金から自警団や防犯連絡員にパトロール時の物的支援をしているが、人員確保のた
めの支援や、団体が自主的な活動をした際の経費を支援する補助制度等を検討する。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

自警団と防犯連絡員
の活動支援と組織強
化

・自警団等の団体を対象に青色防犯パトロー
ルの講習会を開催した。
・各防犯団体の活動時に必要な物品を支援し
た。

人員確保と今後の方
向性を検討

・キャンペーンの開催時に防犯団体の他に個
人ボランティアを募集し、啓発活動を実施し
た。
・各団体の総会や会議等で団体代表者や神
栖警察署と人員確保と今後の方向性につい
て検討した。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 16団体・90名 25団体・150名

実績値 16団体・90名 11団体・81名

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 9 8.5

実績値 9 6.4

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

自警団数(団体)と防
犯連絡員数(名)

1、000人あたりの犯罪率
(件)

講習会の開催

防犯キャンペーンの開催（年4回）
個人ボランティアの募集

会議等にて人員確保依頼及び今後の方向性を検討

講習会の準備

各防犯団体に必要な物品を支援

令和6年度

0

200

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 200 200

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

　地域の自主防犯組織である自警団や防犯連絡員の活動は、地域ぐるみの防犯対策に欠かせ
ないものである。しかしながら、時代の流れにより高齢化や行政区の加入率低下により運営でき
ず、団体の休止や廃止となるケースが増え、地域防犯の希薄化や弱体化の原因となっている。
　今後は、地域防犯組織のあり方や方向転換等が急務となっているため、関係団体との打合せ
等の機会を増やし、自主防犯組織の活動支援や防犯キャンペーン等のイベント活動の充実を図
るとともに、警察が推奨する「ながら見守り活動」を推進し、組織だけでなく個人の活動を支援して
いく。

歳入
－ 0 0 0

歳出
防犯協会負担金（活動費） 200 200 200

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・自主防犯組織の強化と知識の向上を図るため、神栖警察署から講師を招き、自警団員等を対
象に青色防犯パトロールの講習会を開催した。
・防犯キャンペーンにおいて、防犯団体に限らず開催地付近の地区・市民へチラシを配布し、防
犯啓発サポーターを募集し、個人でのボランティア参加を促して一緒に啓発活動をおこなった。
・防犯団体へ活動に必要な物品等を支援した。

【できなかったこと（課題）】
・コロナ禍で開催することができなかった各防犯団体の総会等を開催し、各団体代表者や神栖警
察署と人員確保と今後の方向性を話し合い検討したきたが、各団体の人員確保は難しい状況で
増員できなかった。

【その他（変更点）】



プラン
番号

16 プラン名

１０月～３月

令和５年度

99.20%

98.47%(6月中旬確定）

令和５年度

97.12%

96.66%(6月中旬確定）

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

市税等収納率の向上

担当課等名 納税課 関連課等 課税課、国保年金課

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

8-2-1 個別計画の有無 市税等納付率向上マスタープラン

プランの目的

税負担の公平性や自主財源の確保のため、「市税等納付率向上マスタープラ
ン」に基づく様々な滞納対策を講じることで、着実な収納率向上を目指す。

取り組みにより見込
まれる効果

市税の収納率向上により、自主財源の確保を図る。

現状の分析・課題

・スマートフォン納付の導入など納付機会の拡充とともに、適正な滞納処分の実施により、個人市
民税収納率は令和元年度末時点で96.2%（前年比＋0.4％）となっている。年々成果は現れている
が、県平均収納率（96.8％）には及ばない。今後は、新規滞納者の減少に繋げるため現年課税分の
徴収対策強化や大口滞納案件への取組が課題である。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

　次の３つの重点事項を定め徴収業務に取り組み、個人市民税県平均収納率を目指す。
・現年課税分の徴収対策の強化

新規滞納繰越分の整理を集中的に行い、早期に終結させる。新たに発生した滞納分については、
発生直後から早期に整理を進める
・大口滞納整理案件の滞納整理強化
　大口滞納案件のヒアリングを行い、あらゆる手法を駆使して整理に取り組む。
・財産調査と滞納処分の徹底

財産調査による担税力の見極めを行い、適正な滞納処分を早期に進める。また、令和３年度より
電子預金照会システムを導入し、事務の効率化を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

現年課税分の徴収対
策の強化

・自動音声電話や文書による効率
的な催告を実施。

・Web口座振替受付サービス導入に
より期限内納付の促進を図る。

大口滞納整理案件の
滞納整理強化

大口滞納案件（30件）と長期滞納案
件（187件）について、ヒアリングを行
い、整理方針の策定や進捗状況を
確認した。

財産調査と滞納処分
の徹底

課税客体を中心とした財産調査を
行い、適正な滞納処分をする。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 98.60% 99.00%

実績値 98.60% 98.81%(5/24現在)

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 96.33% 97.19%

実績値 96.33% 96.86%(5/24現在)

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

個人市民税収納率
(現年課税分)

個人市民税収納率

令和6年度

0

0
1,964
1,093

1,547

4,604

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

市税等ｺｰﾙｾﾝﾀｰ委託料 10,864 0
自動音声電話催告委託料 0 1,327
滞納整理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ委託料 1,030 1,030
Web口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ
に係る費用

6,276 2,004

計 18,170 4,361

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

　R5年度末の個人市民税(現年課税分)及び個人市民税(現年課税分＋滞納繰越分)の収納率
については、いずれも計画値を下回る見込みであるが、令和６年3月末現在における個人市民
税・固定資産税・軽自動車税を合わせた徴収率順位は県内8位と高い水準を保っており、取り組
みに対する一定の効果はあったと考える。
　今後も収納率向上を目指して、取組みを継続していくとともに、更なる徴収対策の強化に努め
る。

歳入
－ 0 0 0

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・新規滞納繰越分について、早期に整理を始めた。（文書催告件数：11、897件）
・大口滞納案件について、ヒアリング（6月・9月・12月）を行い、滞納整理に取り組んだ結果、8件
が年度当初滞納額までの本税が完納となった。
・長期滞納事案について、ヒアリング（8月・10月・1月）を行い、滞納整理に取り組んだ結果、68件
が年度当初滞納額までの本税が完納となった。
・財産調査を行い、適正な滞納処分を行えた。（差押件数：732件）

【できなかったこと（課題）】
・R5年度末の個人市民税(現年課税分)の収納率98.47%(R6.3月末時点見込）が、取り組みの数
値目標に及ばない見込みである。また、個人市民税(現年課税分＋滞納繰越分)の収納率
96.66%(R6.3月末時点見込)についても取り組みの成果の指標である計画値に及ばない見込み
である。

【その他（変更点）】
・平成19年度以前の滞納整理を強化するため、長期滞納事案（平成19年度以前から未納有）及
び長期差押事案（平成22年度以前から不動産差押）について、整理方針・進捗状況を把握する
ため適宜ヒアリングを実施することとした。



プラン
番号

17 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

18件

18件

令和５年度

3件

0件

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

補助金等の整理合理化

担当課等名 財政課 関連課等 補助金等の所管課・団体

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

8-2-2 個別計画の有無 -

プランの目的

補助金等交付団体の自立促進と補助金の経常化防止を図るため、指導・監督を通
し整理合理化に取り組む。また、要項等に基づく補助金等についても補助金等審
議会での審議を継続し、適正な交付に努める。

取り組みにより見込
まれる効果

市の政策目的と一致する団体の活動に対し補助金を交付することで、団体活動の
活性化と市民サービスの向上が見込まれる。
市の政策目的の一部を団体の自主活動によって推進することができるため、事業
内容に見合った活動費の一部補助は費用対効果の面でメリットが見込まれる。

現状の分析・課題

・時代の変化とともに公共性が薄れてきている補助金もあるため、成果の検証を徹底する必要があ
る。団体補助においては、目的達成に活動実績が伴っていないよう見受けられる団体もあることか
ら、事業内容に関する指導や助言が引き続き必要である。更に、財政状況が厳しさを増す中、新規
事業・団体については、市民ニーズや社会動向等から必要性を十分に見極め、目標達成までの終期
が見込まれる事業のみの採用を検討する必要がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・継続的な検証の実施
補助金等審議会における審議⇒補助金等審議会からの評価（要項補助）・答申（団体補助）⇒所

管課の対応　という補助金等の整理合理化に係る検証サイクルを継続し、適正化に努める。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

審議会における審議
・補助金等審議会を計５回開催し、
要項等補助１８件、団体等補助５件
を審議した。

評価・答申
・審議案件ごとに各委員による評価
を行い、答申書を提出した。

評価等結果に対する
所管課の対応

・補助金等審議会から提出された答
申内容に対する取組状況を委員へ
報告するため、所管課に５月末時点
での経過報告を行うよう依頼した。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 30件 14件

実績値 30件 14件

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － 3件

実績値 － 0件

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

審議会に付す要項補
助の件数(件)

Ａと高く評価された要項
補助の件数(件)

審議会でヒアリングを実施

実施

実施

令和6年度

0

418

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 365 306

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　補助金等の必要性や有効性を見極め、事業を実施する中で効率性や経済性などの視点で検
証し、補助内容の改善を行う。多様化する市民ニーズや社会情勢の変化に対応するため、必要
なものには補助金を交付して市民サービスの向上を図る。一方、効果の薄れている補助金につ
いては、廃止を含めた検討を行う。
適正かつ効果的な交付を行うため、今後も補助金等の整理合理化に係る検証サイクルを継続
し、実施内容への指導を行っていく。補助金等審議会からの評価結果を受け、その指摘や意見
等を踏まえ、今後の改善に生かされることで整理合理化が進んでいくものと考えていることから、
実績は目標に届かなかったが、自己評価は計画通りとしている。

歳入
- 0 0 0

歳出

委員報酬・旅費
研修講師委託料

365 306 418

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・審議会からの評価結果を受け、所管課及び補助金交付団体において補助金等の検証と見直
しを行う機会となっている。
また、審議会からの指摘・意見を踏まえ、前向きに検討していく姿勢が見受けられる。

【できなかったこと（課題）】
・限られた財源を効果的かつ効率的に配分するために、効果の出ていない補助金等に対しては
廃止や見直しを含めた改善を行う必要があるが、所管課において補助目的に対する評価指標
が明確に示されておらず、評価結果を改善に向けた次の課題設定や計画に活用できていない
案件が見受けられる。

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

18 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

17

5

令和５年度

10

16

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

未利用財産の有効活用

担当課等名 契約管財課 関連課等 －

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

8-2-1 個別計画の有無 －

プランの目的

市有地管理費（除草等）の縮減と財源確保のため、財産管理台帳のシステム化
を図り、普通財産の払下げを推進する。

取り組みにより見込
まれる効果

払下げ後の土地利活用による市の活性化。土地の適正管理による衛生環境の向
上。
払下げによる財源確保と、土地利用に伴う税収の増加（固定資産税等）、土地
管理費（除草等）の削減が図れる。

現状の分析・課題

・現在、普通財産は約２２７万㎡（約2,200筆）あり、そのうち売却可能な未利用地は、約５７万㎡
（約770筆）と見込んでいるが、近年は利用ニーズをふまえ入札したものの入札不調となるケースが
半数を占め、また、土地の公示価格も微減している等の課題が生じている。今後は、市民からの購
入要望とあわせ、より売却可能性の高い市有地を選定する必要がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

次の取り組みにより、入札件数を増やし、市有地の販売件数の増加を目指す。
・財産管理システムの導入

財産管理台帳の専用システムを導入し、抽出した土地データをもとに、売却可能性の高い市有地を選定す
る。
・一般競争入札の推進
　選定した土地を、計画的に入札に付し、販売件数の増加を図る。
・入札不調となった市有地の販売再検討
　入札不調となった市有地について不動産業者の媒介制度（要項）を活用する等、再度、販売推進を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

財産管理台帳のシステ
ム化

公有財産台帳・固定資産台帳・課税
台帳等のデータ突合により、データ
の整理を行い、システム導入が完了
した。今後はより利便性を向上させる
ため、随時改修を加えていく。

一般競争入札の推進
令和５年度は５件の入札を実施し、う
ち５件に応札があった。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 13 15

実績値 13 5

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 7 9

実績値 9 15

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

市有地入札件数(件)

市有地販売件数(件)

7月：3件

協議・データ整理

入札準備

12月：2

データ突合・動作確認

令和6年度

50,000

3,500
600

4,100

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 43,961 37,779

土地測量等業務委託 2,771 3,772
不動産鑑定委託料 495 352

計 3,266 4,124

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

　市民や事業者からの購入要望などを考慮しているものの、面積が狭小・不整形・未接道・境界
確定ができていない等の状況で市有地を入札に付す件数が少なくなっており、なかなか売却が
進まない状況が続いているが、引き続き市民ニーズに耳を傾け、入札を実施していきたい。
　柳川中央の随意契約で販売している市有地に関しては、令和5年度においては9区画が順調
に売却されているので、引き続き随意契約による売却を進めていきたい。

歳入
土地売払収入 43,961 37,779 50,000

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・件数は少なかったが、購入要望のあった市有地については、除草など衛生環境を整えたうえで
優先して入札に付すことができた。

【できなかったこと（課題）】
・狭小で不整形な土地や境界確定が完了していないなど各々の土地の問題から、計画より少な
い入札件数であった。

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

19 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

229

225

令和５年度

1%

0%

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

企業立地の促進

担当課等名 企業港湾商工課 関連課等 課税課

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

7-3-1 個別計画の有無 －

プランの目的

産業拠点としての鹿島臨海工業地帯の企業立地及び設備投資を促進し、安定し
た税収・雇用を確保する。

取り組みにより見込
まれる効果

市内の雇用先を確保することによる労働人口減少の抑制。
企業の立地及び設備投資を促進し、企業からの安定した法人税・固定資産税及
び雇用している労働者からの市民税など、継続した財源の確保。

現状の分析・課題

・現在、東日本大震災復興特別区域の指定を受けている立地企業の新規分の固定資産税は5年間課税
免除され、国の交付金が支給されているが、その制度が今年度で終了予定となっている。そのた
め、次年度以降の新規設備投資の減少や企業の撤退などが懸念される。また、企業撤退の場合に
は、企業からの税収のみならず、労働者の市外転出など財政面で大きな影響を受けることとなる。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・市独自で行っている「産業活動活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税課税免除制度」を
継続し、立地企業数の維持を見込む。
・固定資産税課税（新設・増設分）の3年度分の課税免除（１００％）

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

免除率の検討・条例改
正

他コンビナートの支援状況の調査を
行い、次回更新の検討資料を作成。
課税免除期間延長（令和６年度から
３年間延長）の条例改正を市議会へ
提出。

課税免除制度の
周知活動

市ホームページや企業ガイドマップ
への掲載のほか、茨城県営業戦略
部ポートセールスチームが実施する
企業誘致で紹介いただくなどの制度
周知活動を実施。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 223 227

実績値 223 225

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0% 1%

実績値 0% 1%

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

立地企業事業所数
(事業所)

事業所数増減(％)

制度周知活動の実施

他団体等の調査・条例案作成
条例
改正
議会

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　新型コロナウイルス感染症の拡大により中断していた立地企業との交流が再開可能になったた
め、企業訪問による意見交換を行った。事業としては計画通り進められたが、目標値の達成とな
らなかった。今後も、企業の意見を踏まえた施策に取り組んでいく。

歳入
－ 0 0 0

歳出
－ 0 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・ホームページや企業ガイドマップへの掲載や、茨城県が実施した企業誘致活動において紹介
いただく等、制度周知を行った。
・立地希望企業に対し、各種支援制度の説明を行った。
・茨城県が主催するいばらきの港説明会（東京）に参加、またいばらき産業立地セミナー（大阪）
でガイドマップを配布し、企業誘致活動を実施した。
・企業誘致状況
　奥野谷浜工業団地に2事業所の新規立地が決定
・産業活動活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税課税免除制度の活用状況
　活用事業所数　102件　固定資産税免除額　104,694千円
・課税免除制度の期間延長（令和6年度から３年間）の条例改正を市議会へ提出し、議決頂い
た。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

20 プラン名

１０月～３月

令和５年度

2,700

2937

令和５年度

58.0%

57.94%

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

後期高齢者医療保険料の未納防止

担当課等名 国保年金課 関連課等

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

4-6-6 個別計画の有無 -

プランの目的

75歳年齢到達により、後期高齢者医療保険に加入した被保険者の保険料につい
て口座振替勧奨に取り組み、被保険者の利便性の向上と滞納解消を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

外出が難しい高齢の被保険者の利便性の向上を図るとともに、保険料の未納を
防ぐことで収納率の向上にも繋がり、滞納催告等の事務量についても減少が見
込まれる。

現状の分析・課題

・保険料の未納は、納付書での納付者に多く見られる。金融機関やコンビニでの納付忘れや、高齢
のため外出困難なことなどが要因と考えられる。令和元年度の普通徴収全体における口座振替の割
合は45.14%で、県平均の50.22％を下回っているため、口座振替の勧奨に注力する必要がある。５
年後には、団塊の世代が後期高齢者となり被保険者が増加し、医療・介護等社会保障費の急増が懸
念されるため（2025年問題）、現時点から積極的に取り組む必要がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・年齢到達時、本算定時、納入通知書、催告書に口座振替依頼書を送付　
・広報紙・HPへの掲載　
・電話催告や訪問徴収時の口座振替勧奨　
・口座振替案内チラシのリニューアル

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

対象年齢到達時の口
座振替依頼書送付

昭和23年４月から昭和24年３月生まれの方に
対して、後期高齢者医療被保険者証を発送
する際に口座振替依頼書を同封した。
送付件数：1,168件　
うち申込み件数：652件
（令和５年度総申込み件数：835件）

案内チラシのリニュー
アル

・本算定通知に口座振替勧奨チラシを同
封した。（令和3年度より開始）
本算定通知書：1,177件
変更通知書：592件
・Web口座振替の案内を掲載した。

広報紙・ＨＰへの掲載
・ホームページ掲載
・広報紙は、市税等で併せて掲載してい
るため改めて掲載はしていない。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 1,130 2,600

実績値 1,130 2,940

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 48.0% 55.0%

実績値 48.9% 55.99%

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

口座振替勧奨件数

普通徴収全体の口座振替
割合

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　保険料を口座振替にすることで、被保険者の利便性が図られるとともに保険料の未納防止に
繋がり、口座振替の件数は、微増ではあるが増加していることから計画通りとするものです。
（R3→R4：86人の増、R4→R5：38人の増）

歳入
- 0 0 0

歳出
- 0 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・令和３年度から口座振替非該当者の納入通知書に口座勧奨チラシを同封したことにより、口
座振替の利用促進が図られている。
・令和４年度から口座勧奨チラシにWeb口座振替の案内を掲載したことにより､口座振替申し込
みの利便性が図られている。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】



プラン
番号

21 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

-

-

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

公共施設等の計画的な管理の推進

担当課等名 政策企画課 関連課等 財政課、各施設所管課

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

8-2-2 個別計画の有無 神栖市公共施設等総合管理計画

プランの目的

公共施設等を取り巻く現状について客観的に分析することにより、長期的な視
点で公共施設等の管理を総合的に推進し、効果的かつ効率的に質の高い公共
サービスを提供する。

取り組みにより見込
まれる効果

公共施設全体の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことによる財政負
担の軽減・平準化と、公共施設等の最適な配置等の実現。

現状の分析・課題

・本市の将来人口推計は令和7年をピークに減少することが見込まれており、これに伴う税収減や高
齢化の進展による社会保障費の増加が想定される中、公共施設等の更新等費用は、将来大きな財政
負担となることが想定される。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・公共施設等総合管理計画の推進
令和3年度に改訂した計画に掲げる基本的な方針や個別施設計画に基づき、施設の適正管理に努め

る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

計画の改訂 ※令和３年度に実施済み

施設の適正管理
各施設所管課が個別施設計画を基
に随時実施。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 - -

実績値 － -

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

計画改訂・推進

-

随時

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 224 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　神栖市における公共施設等の更新等費用（大規模修繕及び建替え等にかかる経費）は、将来
大きな財政負担となることが想定される。施設の長寿命化の取組や費用の縮減検討により、対処
の可能性が見えてきたが、一方で少子高齢化の進行や、それに伴う税収減、社会保障費などの
増加も考慮しなければならない。コロナ禍をはじめとする不測の事態にも対応できるよう、計画の
策定内容に則り、公共施設等の将来更新費用の抑制を継続して図る。

歳入
- 0 0 0

歳出
印刷製本費 224 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・個別施設計画に基づいた各施設の維持管理等。

【できなかったこと（課題）】
・特になし。



プラン
番号

22 プラン名

１０月～３月

令和５年度

5,000m

4,960

令和５年度

22.1%

22.1%

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

排水路の計画的な維持管理

担当課等名 道路整備課 関連課等 －

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

6-11-5 個別計画の有無 －

プランの目的

排水路を適正に維持するため、老朽化した排水路について計画的な補修・改修
を進める。

取り組みにより見込
まれる効果

老朽化した排水路を計画的に補修・改修することにより、水害被害の軽減が図
れる。
計画的に調査を実施することにより、費用の平準化が図れる。

現状の分析・課題

・鹿島開発時等（昭和３０年代後半から昭和４０年代頃）に整備した排水路が老朽化し、道路陥没
の原因となる箇所が多くなっている。道路整備課で管理している排水路は総延長が１７７,２２８
メートルと長いため、調査箇所の選定が課題となっている。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・計画的な管渠調査の補修・改修工事の実施
整備年度が古く、市街化区域を中心に調査し、陥没等の被害軽減に努めるため、調査結果に基づ

き、補修・改修工事を計画していく。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

調査箇所の計画
雨水排水路台帳から耐久力の弱い
管種、市街地に埋設されているもの
から調査箇所の検討を行った。

調査実施
9月から平泉、堀割、奥野谷、知手
の雨水管渠調査を4.96km行った。

補修・改修工事の実施

令和3年度に調査を行った箇所か
ら、交通量の多い市道8-105号線等
に位置する雨水管渠について、補
修工事を実施した。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 27,108m 5,000m

実績値 27,108m 3,340m

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 15.3% 20.3%

実績値 15.3% 19.3%

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

調査延長
(ｍ/年)

総延長(177,228ｍ)に対す
る割合

令和6年度

0

13,000

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 6,710 8,437

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　今回の調査では、緊急性の高い異常箇所があったため、補修工事を緊急でおこなったが、老
朽化等による腐食など修繕が必要な箇所が多数見つかり、引き続き補修工事を実施していく必
要がある。
　調査を行い、排水路の異常を早期発見および補修することで、事故を未然に防ぎ、大規模な
改修工事に至る前に対応できるため、市の工事費削減および市民の安全確保に寄与してい
る。

歳入
－ － － －

歳出
委託料 6,710 8,437 13,000

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・概ね計画通りに調査を実施できている。
・調査の結果を受けて、事故を未然に防ぐため、交通量の多い箇所を優先して補修工事を実施
した。

【できなかったこと（課題）】
・老朽化している雨水排水路が多く、修繕に多大な時間と費用を要すること。

【その他（変更点）】
・調査延長について、計画値より実績値が低くなっているが、人件費や燃料費等の高騰により
　単価が上昇しているなか、予算の範囲内で調査を実施しているためである。



プラン
番号

23 プラン名

１０月～３月

令和５年度

検証

改善作業実施

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

事務事業評価を重視した行政運営の推進

担当課等名 行政経営課 関連課等 政策企画課、財政課

取り組みの柱 ３　持続可能な行財政基盤の整備

総合計画での
位置づけ

8-1-7 個別計画の有無 －

プランの目的

行政資源を最大限活用し、効果的でメリハリのある施策の推進を図るため、事務
事業の評価と組織運営とのより効果的な連動に取り組む。

取り組みにより見込
まれる効果

必要なサービスへ適切に行政資源を注力できる効果的な行政運営の推進。

現状の分析・課題

・現状では実施計画、予算、決算、事業評価それぞれに資料等を作成しており、かつ人員配置・組織
編成においては別資料を作成していることから、各所管においては資料作成の事務負担が増加し、か
つ施策の評価がどのように反映されているのか分かりにくくなっている。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・行政運営に係る事務フロー検証と各種資料の集約
総合計画から予算・決算・評価に至る行政運営フローを再検証し、計画・予算編成・決算審査・組

織編成の各段階で一元的に活用できるよう資料を集約し、組織運営への多面的な活用を図るととも
に、職員の資料作成に係る負担軽減を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

計画管理に係る資料
の項目集約

総合計画の進行管理等資料と重要
政策調整資料でデータ共有したもの
の検証

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 - その他計画等の様式集約

実績値 -
計画管理に係る様式のデー

タ共有開始

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

計画管理等に係る資
料のデータ共有

－

検証

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　ソフトウェアを活用したデータ共有を進めることで、関連情報の利活用と業務の軽減に繋げること
ができているが、令和5年度に検証を進める中で、改善点を見つけ改善することができたことから、
引き続き、効果的な活用ができるように取組みたい。

歳入
- - - -

歳出
事務事業評価シート作成委託料 － － －

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・令和4年度から総合計画実施計画等の資料作成等に、ソフトウェアを活用して様式のデータを共
有できるようにしたが、令和5年度ではより所管課が効率的に活用できるように、印刷設定変更等の
改善を実施した。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

24 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

定数管理計画に基づ
き定数設定

計画推進

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

職員定数の適正管理と適正な人材の確保

担当課等名 行政経営課 関連課等 職員課

取り組みの柱 ４　効果を生み出す効率的な行政経営の推進

総合計画での
位置づけ

8-1-7 個別計画の有無 －

プランの目的

多様化する行政ニーズに対応した高品質な行政サービスを提供するため、事務
事業の見直しと職員の担うべき役割を精査しながら、施策の展開に必要となる
適正な職員定数の管理を推進する。

取り組みにより見込
まれる効果

職員数を計画的に管理し、必要な行政サービスを将来にわたり提供できる、持
続性のある組織体制づくりを図る。

現状の分析・課題

・職員数は、これまでの行財政改革の取り組みにおいて削減を進めてきたが、行政ニーズが増加・
多様化するなか、市民目線に立った行政サービスの提供という視点からは、削減による弊害も見ら
れてきた。真に必要な行政サービスと市の発展に必要な人材の確保に努めるとともに、一方で、将
来的な人口減少も見据えながら、計画的に適正な職員数の確保を進めることが必要である。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・定員適正化（定員管理）計画の推進
　令和３年度に計画策定を進め、以降、同計画に基づき定員管理を行う。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

定員管理計画の策定
令和５年度から令和７年度までの定
数管理計画書の策定

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 －
定数管理計画に基づ

き定数設定

実績値 － 計画書策定

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

計画の策定・推進

－

計画推進

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　令和5年度から定年延長制度が開始されたことから、それを踏まえた適正な職員数を維持でき
るようにするとともに、職員のワークライフバランスが向上する環境となるよう努める。

歳入
- 0 0 0

歳出
- 0 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・令和5年度から開始された定年延長制度をふまえ、令和5年度当初のフルタイム職員数は731名
で運用することとし、また、職員のワークライフバランス向上のため、育児休業等の長期休暇職員
の代替について別に確保した。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

25 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

11

11

令和５年度

-

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

ワークライフバランスの推進に伴う労働生産性の向上

担当課等名 職員課 関連課等 －

取り組みの柱 ４　効果を生み出す効率的な行政経営の推進

総合計画での
位置づけ

8-1-8 個別計画の有無 －

プランの目的

働きやすい職場環境づくりの制度設計及び人事評価制度をとおして、職員個々
の能力の向上を図ることで、職員一人ひとりに合うワークライフバランスの充
実を図ることを目的とする。

取り組みにより見込
まれる効果

職員の職務遂行能力の向上を図ることにより、さらなる行政サービスの質を向
上させ、市民の福祉増進を図る。

現状の分析・課題

・これまでの行財政改革の取り組みによる職員数の減員、新たな施策による業務量の増加等によ
り、時間外勤務の縮減が困難な状況であったが、国家公務員の超過勤務の上限が設けられたことを
受け、当市においても、令和２年１０月より時間外勤務の上限を設定するとともに、時間外勤務の
多い職員に対する医師の面談を要する厚生制度を導入した。今後、厚生制度の充実だけではなく、
時間外勤務の縮減が課題である。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・職員の健康や一人ひとりに合ったワークライフバランスの充実を図るために、長時間労働の縮減
が必要不可欠であり、そのためには、福利厚生制度の充実だけではなく、職員の職務遂行能力の向
上が求められる。現行の人事評価制度を人材育成ツールとしてだけではなく、職員の昇格・昇給に
反映させるよう能力の実証に合わせた制度改正を行う。また、特定事業主行動計画に掲げる各職員
の１年間の時間外勤務時間の上限である３６０時間を超える職員数の減少を目指すと同時に、福利
厚生制度を充実させ、働きやすい職場環境の構築を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

人事評価制度の改正

職員の昇格について人事評価を活
用するため、「神栖市職員の初任
給、昇格、昇給等に関する規則」の
改正を行っており、それに伴う研修
等を実施。

働きやすい職場作りの
ための制度設計

テレワーク勤務の本格運用

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 19 12

実績値 19 13

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 - -

実績値 - -

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

時間外勤務時間が年
間360時間を超える
職員数(臨時的業務

を除く)(人)

－

研修

本格運用開始

運用

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

職員が自ら「勤務時間の割振り」を希望することができるよう「神栖市職員の勤務時間の割振り等
に関する規則」を定め運用を開始していることから、当該制度を広く周知し、活用を促し、長時間
労働の縮減及び職員一人ひとりのライフスタイルに合った働き方の実現につなげてまいります。

歳入
- 0 0 0

歳出
- 0 0 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
＜長時間労働＞
・時間外勤務時間の上限である一年間360時間を超える職員数につきましては、数値目標（11
人）を達成する結果（１１人）となりました。
・これまでも会議や住民交渉等、 事前に時間外の実施が計画されている場合など、「時差出勤
制度」により勤務時間を割振ることができたが、これに加えて、職員からあらかじめ勤務時間の割
振りを希望する申告があった場合も勤務時間の割振りをすることができるよう「神栖市職員の勤務
時間の割振り等に関する規則」を定めています。

＜修学部分休業制度＞
・職員の公務に係る能力向上に資すると認められるものについて、2年を超えない範囲かつ週20
時間を超えない範囲内において、教育施設（大学、専修学校等）の課程を修学する場合に、部
分休業を取得できる「修学部分休業制度」について、令和５年４月１日に条例を制定し、運用を
開始している。

＜テレワーク＞
・令和５年度実績　延べ日数267日（6部署　17名）

＜人事評価＞
・職員の昇格について人事評価を活用するため、「神栖市職員の初任給、昇格、昇給等に関す
る規則」の改正を行い、運用を開始しています。
・令和４年３月に、①適格性を欠くと認められる職員に対する対応として、総合評価「D評価」また
は「C評価を２年上期・下期連続」を取得した職員に対し、職場内・外研修を基本とした特別支援
プログラム（特別研修）を実施することとし、②昇格への人事評価の活用、③能力評価項目の改
定を行っています。
また、令和５年度当初には前述の内容を踏まえた職員研修を実施しています。

【できなかったこと（課題）】
・旧姓使用制度について、勤務管理システム・辞令書・源泉徴収票などの運用面で検証に時間
を要している。令和６年度に職員証の見直しを行う際に、旧姓使用を含めた検討を行う。

【その他（変更点）】
・特になし。



プラン
番号

26 プラン名

１０月～３月

令和５年度

15

20

令和５年度

750

756

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

ICTによる業務効率化

担当課等名 行政経営課 関連課等 全課等

取り組みの柱 ４　効果を生み出す効率的な行政経営の推進

総合計画での
位置づけ

8-1-7 個別計画の有無 －

プランの目的

行政事務における情報化の一層の推進を進め、業務の効率化を図り、それによっ
て生み出される時間を、より市民と接する業務に振り替えることで、さらなる行
政サービスの向上に繫げる。

取り組みにより見込
まれる効果

定型事務の軽減により市民と接する行政サービスの向上を図る。
事務の自動化・効率化により、将来の労働人口減少への対応と人件費の抑制に資
する。

現状の分析・課題

・情報セキュリティの確保を重視しながら、情報システムの安定稼働に努めているが、AI-OCRやRPA
などの先進情報機能の開発が進み、国においても行政のデジタル化を強く進める方針を示してい
る。更なる事務効率化のため、一層のデジタル化推進に取り組む必要がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・AI-OCR、RPA等の計画的な導入推進
　AI-OCR、RPA（パソコンの処理を自動化させるソフト）、
　チャットツール（災害時等で活用するチャットによる情報共有システム）の導入
・行政事務の更なる情報化への取り組み
　電子決裁の導入推進

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲの導
入

前年度の導入支援業務やBPR対象業務
の対象外となったもののうち、導入効果
が見込める業務及び担当から要望の
あった業務へ導入。また、今後の導入拡
大に向け、BPR研修参加部署へ導入事
例を周知。

チャットツールの導入
検討

職員間でスマートフォン等により文字
データで情報伝達できるシステムの本運
用を開始。（27部署232アカウント）

電子決裁の導入検討

DX推進計画策定に伴い、推進本部及び
専門部会を立ち上げ。導入自治体視察、
課題整理及びフォルダ整理の検討を実
施。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値
４

（試験導入数）
15

実績値 － 13

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － 500

実績値 － 716

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣ
Ｒ適用事務数(件)

ＲＰＡ、ＡＩ－ＯＣＲ導
入による削減時間数

次年度利用数

希望調査

随時導入

本運用

専門部会

立ち上げ

専門部会

第1回～第5回

他市視察

令和6年度

0

4,906
1,078
1,012

6,996

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

RPA、AI-OCR使用料等 2,222 2,364
チャットツール使用料 692 970
電子決裁システム改修費用 0 0

計 2,914 3,334

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

自動化ソフトについては、適用業務の拡大が進んでいく一方で、職員のDXへの意識や
ツールに関する知識の有無によって導入が影響していることから、庁内に対する研修や
説明会等啓発の機会を設け、職員自らが能動的に活用する環境を整えていきたい。
チャットツールについては、庁内連絡の効率化に繋がるものであり、防災部署を中心に
導入拡大を図っていく。
電子決裁については、DX推進本部及び専門部会が推進力を持って全庁展開し、文書
管理については令和6年度中に本格稼働できるように、財務会計についてはシステム改
修を目標とし、職員の業務負担軽減に寄与するよう進めていく。

歳入
- - - -

歳出

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・RPA・AI-OCRの庁内業務への適用について、国民健康保険加入・脱退手続き業務や
健康マイレージ申込受付業務、公民館イベント参加者アンケート等紙媒体をテキスト
データ化するAI-OCRの適用を多く進めた。また、自立支援医療及び精神保健福祉手
帳の申請書類印刷業務等RPAの適用も行い、令和5年度は19業務において稼働し、業
務時間の削減を実現した。
・外出先等と庁内との間で文字・画像データを用いて連絡可能とするチャットツールの
本運用を令和4年度に開始。庁外での執務の多いインフラ管理部門や福祉部門、観光
部門に加え、令和5年度は教育委員会や水道課・下水道課、政策企画課にも導入し、
業務の効率化を進めた。
・電子決裁については、令和5年4月のDX推進計画策定に伴い、DX推進本部及び電
子決裁及びペーパーレス推進部会を立ち上げ。電子決裁導入に向けて、導入自治体
の視察や専門部会会議を行い、課題整理及びフォルダ整理の検討を進めた。その結
果、文書管理システムの電子決裁導入及びそれに伴うフォルダ整理を令和6年度上半
期に行うことを決定した。

【できなかったこと（課題）】
・電子決裁に関する課題及び全庁展開への手法について、より議論を深める必要があ
ると判断し、電子決裁システムの改修は令和6年度に行うべきと判断し、時期を変更し
た。

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

27 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

2

2

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

効果的な組織編成と事務事業の一元化

担当課等名 行政経営課 関連課等 全課等

取り組みの柱 ４　効果を生み出す効率的な行政経営の推進

総合計画での
位置づけ

8-1-7 個別計画の有無 －

プランの目的

多様化する行政課題、行政ニーズに的確に対応すべく不断の組織の見直しを行
い、同様の業務の集約・一元化による効率化を図ることで、行政資源を最大限
活用できる組織運営を目指す。

取り組みにより見込
まれる効果

・行政課題や行政ニーズに迅速・適切に対応できる組織体制を整え、質の高い
行政サービスを提供する。

現状の分析・課題

・行政の力を最大限発揮し、職員にとっても働きやすい環境作りのため、行政組織は不断の見直し
が必要である。また、行政ニーズが多様化し、所管が重複する業務や突発的に発生する新規業務が
増加するなか、組織横断的なプロジェクトチーム等の柔軟な組織運用や、組織間の連携体制の強化
が一層求められる。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・組織の見直し、業務の一元化・集約の推進
　事務事業の状況の定期的な調査により、最適な組織編成に継続して取り組む。
　複数部署の同様の業務について、積極的に一元化を進める。
・組織横断のプロジェクトチームの活用

臨時的な組織であるプロジェクトチームについて、設置・運用の基準を明確化し、複合事業・
突発的な事業における活用を図る。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

組織改編
業務の一元化

【課の改編】
こども政策課、こども家庭課の設置
【グループの改編】
納税課へ税外収入対策グループを
移管
保健予防課のグループ制を廃止

プロジェクトチームの活
用

令和５年度はプロジェクトチームの
活用なし

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 2 2

実績値 － 3

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

統合・一元化業務数

－

庁内調整 改編決定

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　より複雑化する行政課題に対応できる組織とするため、また、市民にとって分かりやすい組織と
なるよう、定期的に庁内調整や検証を行い、最適な組織づくりに取組む。　

歳入
－ － － －

歳出
－ － － －

当初計画からの変更
点

【できたこと】
①組織の改編
行政課題に対応した最適な組織体制について庁内で調整を進め、令和6年度からの組織改編を
推進。
・児童福祉法の改正に伴い、こども福祉課所管の「こども家庭総合支援拠点（児童福祉）」と、子
育て支援課所管の「子育て世代包括支援センター（出産・育児支援）」を一体的に行い、全ての
妊産婦、子育て世帯、子どもへ伴走型で相談支援を行う機関である「こども家庭センター」を設置
するため、こども福祉課及び子育て支援課の組織を改編し、新たに、こども計画や少子化対策、
保育等を所管する「こども政策課」と「こども家庭課」を設置した。
・収納に関する事務の連携を図るため、財政課の税外収入対策グループと同グループで所管す
る税外収入金の総括に関する事務を、納税課へ移管した。
・新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種が令和5年度末で終了し、令和6年度からは予防接
種法に基づく定期接種となることに伴い、保健予防課のグループ制を廃止した。

②事務の一元化・集約
・第一学校給食共同調理場が所管する学校給食費の徴収に関する事務について、業務効率化
のため、教育委員会学務課へ移管した。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

28 プラン 名

１０月～３月

令和５年度

全児童生徒分及び
全教職員分(8,600件）

全教職員分(790件)

令和５年度

750件×11ヶ月

740件×11ヶ月

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

学校給食費徴収事務の一元化

担当課等名 第一学校給食共同調理場 関連課等 学務課・財政課

取り組みの柱 4　効果を生み出す効率的な行政経営の推進

総合計画での
位置づけ

3-2-2 個別計画の有無 －

プランの目的

学校給食費の徴収事務を学校から調理場へ一元化し、教職員等の給食費徴収に
係る業務負担を軽減するとともに保護者の利便性の向上を図る。

取り組みにより見込
まれる効果

学校における給食費に係る事務を低減することで学校教職員等は児童生徒の学
習指導及び各種活動の取り組みに専念することが出来る。

現状の分析・課題

・現在は学校ごとに保護者から集金した給食費の集計を行い、市へ納入している。
・滞納が発生した場合は学校と調理場間で滞納データを照合し、催告を行っている。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・給食費の口座管理及び収納業務の一元化
　給食費の口座管理及び収納業務を各学校から調理場へ移管し一元化する。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

調理場による口座管
理・収納事務の実施

・市による直接徴収（口座振替）への移
行について新入学児童の保護者へ周知
・新入学児童の保護者へ口座振替依頼
書を配付、金融機関への提出を依頼
・給食システムの構築

教職員等口座振替
(R2.7月～)

・口座登録が済んでいない教職員へ
Webによる登録を周知

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 全教職員分(800件) 全教職員分(800件)

実績値 全教職員分(800件) 全教職員分(800件)

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 750件×10ヶ月 750件×11ヶ月

実績値 750件×10ヶ月 740件×11ヶ月

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

調理場による口座振
替の実施対象

口座振替実績数

Web登録周知

保護者への周知
口座情報の収集

給食費システムの構築

令和6年度

0

1,830

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 1,383 1,487

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　令和6年度は児童生徒の学校給食費が無償化となっているが、令和7年度からは児童生徒の
学校給食費においても口座振替が開始される予定のため、年度当初から順調に開始できるよう
に、新就学児童の保護者や転入児童生徒の保護者に振替口座の登録の周知をする。
　本事業の趣旨は学校が行っていた学校給食費の収納事務を市の直接徴収に切り替えることで
あり、現在口座振替で給食費を支払っていない教職員は本人が納付書を使用して市に直接支
払っている状況のため、評価を計画どおりとした。

歳入
－ 0 0 0

歳出

封筒・依頼書等印刷
郵送代
口座振替手数料
電算処理委託料
給食費システム使用料

251
127
203
274
528

282
132
266
279
528

300
189
447
300
594

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・学校長徴収から市の直接徴収への移行による口座振替登録について、新就学児童の保護者
へ周知
・口座未登録者（教職員等）へWebによる口座登録を周知

【できなかったこと（課題）】
・口座未登録者（保護者）への再通知

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

29 プラン 名

１０月～３月

-

令和５年度

進捗確認

進捗確認

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

津波防災地域づくりの推進

担当課等名 防災安全課 関連課等 全課等

取り組みの柱 ５　災害に強い行政運営のしくみづくり

総合計画での
位置づけ

2-1-3 個別計画の有無 －

プランの目的

想定最大クラスの津波に対してハード・ソフトを組み合わせた「多重防御」の
発想による津波防災施策を推進し、市民の人命保護を図るとともに、地域活性
化に資するまちづくり施策を推進する。

取り組みにより見込
まれる効果

市民の安全・安心を最大限確保することができる。

現状の分析・課題

・神栖市は、海と川に面した平地で津波の浸水が広範囲に渡るため、津波による私有財産等への甚
大な被害が想定される。また、特に津波の浸水被害が広範囲となる市内の一部地区では、津波から
の逃げ遅れの恐れがある区域（津波避難困難区域）となっており、人命への被害も懸念されること
から、市民の生命・財産の安全に資する津波防災施策の推進を図る必要がある。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・津波防災地域づくり推進計画の推進
ハード・ソフト施策を組み合わせた津波防災施策を推進するため、市民や国・県などの関係行政

機関との意思共有を図りつつ、「神栖市津波防災地域づくり推進計画」を策定し、津波に対する事
前防災や迅速な復旧・復興の行う体制づくりに関する基本方針を定め、今後市が取り組むべき津波
防災施策を整理し、今後の事業計画を設定し、維持管理を行う。

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

津波防災地域づくり推
進計画の策定

- -

計画の推進
・整備候補地の用地交渉、用地取得
・施設整備実施設計書の作成

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 計画策定完了 進捗確認

実績値 計画策定完了 進捗確認

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

計画の策定・推進

－

実施設計

用地交渉・用地取得

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 4,038

計 6,772 8,078

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ③やや進まず

コメント

津波からの逃げ遅れの恐れがある区域（津波避難困難区域）を解消するため、地区の住民の意
見を尊重しながら津波避難施設の整備に向けて取り組んでまいります。

歳入
防災・安全校付近 0 4,038 0

歳出
業務委託料 6,772 8,078 0

当初計画からの変更
点

【できたこと】
・津波避難施設整備候補地について用地交渉を行い、5筆中4筆については用地取得を完了す
ることができた。

【できなかったこと（課題）】
・津波避難施設整備候補地1筆について、相続未登記の状態となっていて、相続手続きについ
て相手方で対応中であり、用地取得を完了することができなかった。

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

30 プラ ン 名

１０月～３月

令和５年度

定期見直し

定期見直し

令和５年度

－

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

業務継続計画の運用

担当課等名 行政経営課 関連課等 防災安全課

取り組みの柱 ５　災害に強い行政運営のしくみづくり

総合計画での
位置づけ

8-1-7 個別計画の有無 業務継続計画、地域防災計画

プランの目的

大規模災害等の発生時に、人員、資機材など利用できる資源に制約を受ける状況
下において、行政機能を維持するために、災害時においても継続実施する業務と
その執行体制などを定める「業務継続計画」を策定している。
　この業務継続計画の実効性を高めるため、防災関連計画の改訂にあわせ修正を
行うとともに、行政情報システムの災害対応体制の整備やシステム復旧計画等を
定める「情報システムの業務継続計画（ICT-BCP）」を策定する。

取り組みにより見込
まれる効果

災害発生時における行政業務の継続体制を整備し、有事における市民生活の維持
に資する。

現状の分析・課題

・業務継続計画については、平成２８年度に策定している。幸いにして発動した実績は無いが、実
効性を高めるため必要に応じた改訂と、職員訓練を行う必要がある。

また、現在の行政執行に不可欠な情報システムが停止した場合に備え、情報システムの業務継続
計画（ICT-BCP）の策定が求められているが、未策定である。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・業務継続計画の改訂
　防災関連計画の改編に伴う業務継続計画の修正
　計画の実効性を高めるための職員訓練の実施
・ICT-BCPの策定・推進

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

業務継続計画の改訂
計画改訂について業務委託の活用
を検討。

ＩＣＴ－ＢＣＰの策定
1月に情報システムの停止時対応訓
練を関連部署で実施した。

業務継続計画（感染症
対策編）の作成

計画の実効性を高めるため、各課等
の業務優先区分一覧を更新した。

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － 定期見直し

実績値 －
業務継続計画（感染症対策

編）の策定

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 － －

実績値 － －

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

計画の策定・推進

－

検討

業務優先区分

システム障
害対応訓練

令和6年度

0

0

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 0 0

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　業務継続計画（地震編）について改訂に取り組むとともに、ＩＣＴ－ＢＣＰ及び業務継続計画（感
染症対策編）については、各計画の実効性を維持するため定期的な見直しを進め、非常時にお
ける行政機能の維持に努める。

歳入
－ － － －

歳出
－ － － －

当初計画からの変更
点

【できたこと】

・ＩＣＴ－ＢＣＰの計画実効性を高めるため、情報システムの停止時対応訓練を1月に関連部署で
実施した。
・業務継続計画(地震編)について、本庁舎耐震工事など、庁舎・設備等の変更状況と職員数の
現状を踏まえ、一部改訂した。
・業務継続計画（感染症対策編）では、感染症拡大時に優先的に実施すべき業務の明確化と、
業務執行体制を整理しており、感染症拡大に伴い、万一、多くの職員が不在等となる状況下に
なった場合においても、行政の機能を維持し、市民生活への影響を最小とする体制を確保する
ため、業務の優先度区分を定期的に見直しており、令和5年度においても見直しを実施した。

【できなかったこと（課題）】
・特になし

【その他（変更点）】
・特になし



プラン
番号

31 プラン 名

１０月～３月

連絡調整会議

幹事会議

令和５年度

1

1

令和５年度

11

11

行政経営適正化プラン（R5取組状況調査）

企業と医療機関との情報連携の強化

担当課等名 地域医療推進課 関連課等 全課等

取り組みの柱 ５　災害に強い行政運営のしくみづくり

総合計画での
位置づけ

2-1-3 個別計画の有無 －

プランの目的

大規模災害やコンビナート企業における事故、従業員の健康保持・増進に係る
医療提供体制の連携を円滑にする。

取り組みにより見込
まれる効果

これまで連携の少なかった分野を繋ぐことで、災害時や定修時等における対策
への情報共有が図られ、相互が課題解決にむけて事前に取り組むことが可能と
なる。

現状の分析・課題

・今般の新型コロナウイルス感染症発生に伴い、定修時等における医療体制の整備、情報交換の場
の必要性が、企業、医療機関双方で再認識された。企業においては、従業員の健康診断や保健指導
といった健康管理や疾病の予防・早期発見について、身近な医療機関で実施できることは、従業員
の確保と操業継続にも関わってくる。一方医療機関においては、診療科不足等により市外流出して
る新規患者の獲得や、身近な患者を診療すること、地元企業をバックアップすることによる信頼感
を得ることに繋がる。

実現策・解決策（具体的な実施事項）

・市内コンビナート等での労働事故や、新たな感染症の流行、大規模災害への対応として、コンビ
ナート企業群と市内救急医療機関、行政を交えた情報交換等

令和５年度の実施結果

スケジュール（実績）

４月～９月

連絡調整会議の開催
10月16日に鹿島セントラルホテルに
て第2回連絡調整会議を開催

準備会議、幹事会議
の開催

・連絡調整会議の前と後に幹事会議を開催
し、前年度の課題案件の取組状況や第2回連
絡調整会議の課題案件について情報共有
し、意見交換を行った。
・連絡調整会議後においては、企業からの要
望事項への対応等について幹事会議を開催

取り組みの
数値目標（単位）

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0 1

実績値 0 1

取り組みによる
成果の指標(単位)

取組前の値
(令和２年度末)

令和４年度

計画値 0 10

実績値 0 11

具体的な
実施事項

実施細目 取り組み内容

連絡調整会議の開催
回数

参加企業・医療機関数

幹事会議

令和6年度

0

180

コスト　(単位：千円)
内容 令和4年度 令和5年度

計 0 0

計 125 118

担当課の自己評価(市民にとってどのように良くなったか)

推進結果の自己評価 ②計画どおり

コメント

　企業・医療機関・行政連絡調整会議での提案・意見等を、地域医療体制の強化に繋げられた。
今後も連絡調整会議の提案等を地域医療体制強化の取組に反映し、市民と企業に寄り添う医
療体制の確立を目指す。

歳入
－ － － －

歳出
会場借上料 125 118 180

当初計画からの変更
点

【できたこと】
（1）令和4年度に実施した企業へのアンケートや連絡調整会議で挙げられた企業からの要望等
に対し医療機関・行政の取組状況について、情報共有・意見交換をすることができた。企業から
要望のあった診療科については、令和5年度に当市の開業支援制度を利用した眼科診療所が
オープンするとともに、白十字総合病院においては、新たに産婦人科医1人を獲得し常勤医2人
体制となり、診療体制の強化が図られた。

（2）第1回連絡調整会議において企業側から要望のあった労働災害にかかる救急受入強化につ
いて、令和5年度から「熱傷・薬傷（化学熱傷）」に対して、専門医でなくとも軽症患者の受入等が
できるように症例検討会をスタートした。令和5年度は3回実施し、医療従事者や企業関係者、救
急隊員など延べ483人が受講。市内の皮膚科クリニックでは労災指定医療機関の認定を受け、
救急受入対応を開始するという新たな動きに発展するとともに、他の医療機関においても軽症患
者の受入強化にも繋がっている。また、受講者からは好評を得ており、継続開催や薬傷に特化し
た開催要望があったことから、令和6年度は薬傷に特化した症例検討会を開催する予定。

（3）市内の救急医療機関、消防を構成メンバーとし開催している救急医療ワーキングチーム会議
において、第2回連絡調整会議での企業から要望があった早朝・夜間の救急体制の強化につい
て、情報共有・意見交換を実施。今後の対応方法や医療機関の役割分担について、議論を続け
ていくこととした。

（4）医療機関に対する支援制度として、救急病院経営基盤強化補助制度を連絡調整会議等に
おける企業からの要望に対して医療機関が実施する取り組みについて支援できるよう要項を一
部改正し対応。

（5）本取り組みはＮＨＫ水戸放送局、茨城新聞等で紹介された。

【できなかったこと（課題）】
（1）企業から求められている新拠点病院の整備が中断している。

（2）皮膚科、耳鼻咽喉科、心療内科・精神科の新規誘致については、進んでいない状況である。

【その他（変更点）】
　特になし


